
第３６２回常議員会 次第 

 

１．日  時 ： 令和５年１１月２８日（火） １２時００分より 

 

２．場  所 ： 本所 特別会議室１ 

 

３．議  題 

議案第１号 監事１名補充選任承認に関する件 

議案第２号 会員加入承認に関する件  

議案第３号 退任議員への感謝状贈呈承認に関する件 

議案第４号 会員事業所表彰承認に関する件 

議案第５号 特定個人情報及び個人情報保護規程の改定承認に関する件 

議案第６号 第 363 回常議員会並びに第 147 回議員総会の合同開催承認 

      に関する件 

  議案第７号 部会再編に関する件  

 

４．報告事項 

（１）議員の職務を行う者の異動について  

（２）景況調査について  

（３）令和６年度蒲郡市への施策要望について  

（４）令和６年新年交礼会について  

（５）愛知県休み方改革マイスター企業認定制度について 

（６）あいち女性輝きカンパニー認証について 

（７）日本商工連盟への入会並びに会費納入について 

（８）商工会議所共済・福祉制度キャンペーンについて  

（９）愛知・名古屋アジア競技大会について 

（10）洋上風力発電・浮体式実証の候補海域について 

（11）蒲郡ベンチアートプロジェクトについて 

（12）テックスビジョン 2023ミカワについて 

（13）三河観光ＧＯＮ事業について  

（14）Ｍｉｋａｗａ de 遊び１００について 

（15）令和５年度おらがの店じまんについて 

（16）その他 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 常議員会日程 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  昼 食                   １２：００～１２：３０ 

講演会（サイバー攻撃対策について）     １２：４０～１３：１０ 

  議案審議並びに報告事項           １３：１５～１４：４５ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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監事１名補充選任について 

Ｒ５．１１．２８ 

 

退 任 

税理士法人トリプルエー蒲郡事務所   前スーパーバイザー 山本
やまもと

 房
ふさ

弘
ひろ

 氏 

 

 

 

候補者 

税理士法人トリプルエー蒲郡事務所   代表社員      岩城
いわしろ

 弘和
ひろかず

 氏 

議案第1号
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番号 名　　　　称 代表者名 所　　　在　　　地 業　　　　　種

1
かもめ

かもめ
すずき　ひろみ

鈴木　宏美
形原町上音羽47・47-5-1合併地 あぶら菓子の製造販売

2
しゅどうやまるやま

㈱酒道屋　丸山
ひらの　きょうこ

平野　恭子
三谷町東2-43

本格焼酎地酒店、自然と人が風土の中から醸した本物の品質で本当
の価値を求めて日本の伝統酒文化をつ充て続けたい。

3
ぎょうょうせいしょしおふぃすりた

行政書士オフィス　リタ
のだ　まさよし

野田　昌義
八百富町2-63 行政書士業務一般

4
だいどうげいにんかいと

大道芸人　快斗
おだ　こうじ

小田　晃嗣
三谷北通6-113-1 大道芸、パフォーマンス業務

5
のーちぇ

ｎｏｃｅ
きむら　くるみ

木村　久瑠美
三谷北通2-71-3

髪が傷みにくい1ランク上のカラー剤やパーマ液、良質なヘアケア剤を
使用、販売することで、ダメージを感じさせない扱いやすい髪に整える

6
かしょうひより

菓匠ｈｉｙｏｒｉ
かわい　としひら

川合　紀平
三谷町小迫72-7 菓子製造販売

7
りゅばん

Ｒｕｂａｎ
すえよし　りりか

末吉　リリカ
水竹町上大塔49-1　ダイトー102 エステサロン、ネイル、脱毛

8
はっぴーくりえいと

㈱ハッピークリエイト
さかがわ　かずほ

坂川　和穂
三谷北通5-11

WEBコンテンツの企画・制作・保守管理、動画・静止画の撮影・編集、
広告代理業

9
ぷち　じょあ

Ｐｅｔｉｔ　Ｊｏｉｅ
かわまがり　ひろこ

川曲　寛子
竹谷町泉40-1 シフォンケーキ販売、キャンドル・ペーパークラフト販売、レッスン

10
だいさんぎんろうまる

第三銀狼丸
よしみ　としのぶ

吉見　聡修
西浦町塩柄3 釣り船業

11
よいどころぐらんまないと

宵処ぐらんまｎｉｇｈｔ
もりした　けいすけ

森下　圭介
神明町8-10　Ｏｒｉビル1Ｆ 居酒屋　お酒と料理の提供をします

12
ひらのよしあき

平野力成
ひらの　よしあき

平野　力成
三谷町十舗57 イベント事業

13
まんちーず

ＭＵＮＣＨＩＥＳ
くぼかわ　ひでや

久保川　豪也
元町11-3 飲食店

14
あいあい

アイアイ
おおた　かおり

太田　かおり
豊橋市札木町69-601 パイウォーター商品販売、ヘッドスパ・エステサロン

15
ほくえいうんそうのうすいさん

北栄運送農水産（同）
おおたけ　まさし

大竹　正志
竹谷町日坂野27-4

軽貨物自動車運送事業、農水産物の加工生産販売、ゆうパック取次
業、フェリー利用での貨物輸送

16
こうじせきにんしゃさぽーとわーく

工事責任者サポートワーク
あさい　しょういち

浅井　鐘一
本町6-10 工事受注案件に関する工事責任者への安全技術支援、育成

17
ぽれぽれ

ＰＯＬＥ　ＰＯＬＥ
くぼた　ゆう

久保田　雄
三谷町東前61 通信事業、インターネット個人宅営業代行

18
いつか

㈱ＩＴＳＵＫＡ
ひろなか　ゆうや

廣中　裕也
三谷北通2-59 カフェ、弁当販売、菓子製造卸

新 入 会 員 に つ い て

（令和５年７月１４日～令和５年１１月２０日）

議案第2号
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退任議員への感謝状贈呈について 

令和５年１１月２８日 

 

 

１．対象者 

前議員    林 建志 氏（田邊工業株式会社蒲郡鋼板工場 取締役工場長） 

        議員   H27.3.3～R5.8.31（８年５ヶ月在任） 

             蒲郡会頭感謝状 

 

 

 

２．表彰基準 

 ①日本商工会議所表彰規則第２条に該当 

（役員就任期間６年以上、または議員就任１０年以上） 

  ②蒲郡商工会議所役員・議員表彰規則第２条に該当 

（役員または議員として６年以上在任） 

 

 

３．表彰時期 

  常議員会で承認後、次の常議員会の冒頭で表彰 

 

 

４．表彰方法 

  表彰状および記念品を規則第４条に基づいて贈呈 

 

 

議案第3号
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会員事業所表彰について 
 

１．対象事業所 

   株式会社 Enjoy System 

 

２．表彰基準 

   蒲郡商工会議所会員事業所表彰規則 

   第 2 条 会員事業所の表彰は、会員として 2 年以上を経過した会員企業

のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して、審査の上これを行う。 

  （1）商工業及び地域の発展に著しく貢献したと認められるもの 

  （2）永年存続し、他の模範と認められるもの 

  （3）その他事業活動が極めて優秀と認められるもの 

 

3．表彰理由 

   本所は、日本商工会議所の通常会員総会（R5.9.21）において、検定事業関 

係で優秀な実績 （験者数拡大））を納めた商工会議所として表彰されました。 

   これは、本所管内でネット試者会場として検定試者を実施している株式会 

社 Enjoy System が験者機会の大）に貢献したものです。 

 以上のことにより、事業活動が極めて優秀であり表彰致すものです。 

 

4．表彰時期 

   次回の常議員会の冒頭に表彰する。 

 

5．表彰方法 

   感謝状及び記念品（1 万円相当） 

 

 

議案第4号
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議案第5号

6



7



8
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蒲郡商工会議所個人情報保護規程の一部改定について 

 

１．改定の理由 

令和４年４月１日に施行された、改正個人情報保護法に対応する為 

 

２．改定時期 

   令和５年１１月２８日 

 

３．新旧対照表 

新 旧 

（目的） 

第１条 この規程は、蒲郡商工会議所（以下「商工会議所」

という。）が有する個人情報、仮名加工情報及び匿名加工

情報につき、商工会議所プライバシー・ポリシー（個人情

報保護方針）に基づく適正な保護を実現することを目的と

する基本規程である。 

（目的） 

第１条 この規程は、蒲郡商工会議所（以下「商工会議所」

という。）が有する個人情報及び匿名加工情報につき、商工

会議所プライバシー・ポリシー（個人情報保護方針）に基づ

く適正な保護を実現することを目的とする基本規程である。 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）～（４）略 

（５）保有個人データ 

商工会議所が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の

停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる

権限を有する個人データであって、その存否が明らかにな

ることにより公益その他の利益が害されるものとして関

係政令で定められるもの 

 

（６）～（７）略 

（８）仮名加工情報 

個人情報の区分に応じて個人情報保護法第２条第５項各

号に定められた措置を講じて他の情報と照合しない限り

特定の個人を識別することができないように個人情報を

加工して得られる個人に関する情報 

（９）個人関連情報 

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工

情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないもの 

（10）略 

（11）略 

（12）略 

（13）略 

（14）略 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）～（４）略 

（５）保有個人データ 

商工会議所が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の

停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる

権限を有する個人データであって、その存否が明らかにな

ることにより公益その他の利益が害されるものとして関

係政令で定められるもの又は６月以内の政令で定める期

間以内に消去することとなるもの以外のもの 

（６）～（７）略 

新設 

 

 

 

 

新設 

 

 

（８）略 

（９）略 

（10）略 

（11）略 

（12）略 

（個人情報取得の原則） 

第４条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目

的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとす

る。なお、あらかじめ個人情報を第三者に提供することを

想定している場合には、利用目的においてその旨を特定し

なければならない。 

２ 個人情報の取得は、偽り又は不正な手段によって行って

はならない。 

（個人情報取得の原則） 

第４条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目

的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとす

る。 

 

 

２ 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行うもの

とする。 10



 

（要配慮個人情報の取得の禁止） 

第５条 要配慮個人情報を取得してはならない。ただし、こ

れらの取得について、本人の同意がある場合、及び次の

各号に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）～（４）略 

（５）学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場

合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得

する必要があるとき（当該要配慮個人情報を取得する目

的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利

利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（商工

会議所と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行

う場合に限る。）。 

（６）当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団

体、学術研究機関等、その他個人情報保護法第５７条１

項各号に掲げる者（それぞれ当該各号に規程する目的に

よる場合に限る。）により公開されている場合 

（７）略 

（８）委託、事業承継又は共同利用（個人情報保護法第２７

条５項３号が定める事項をあらかじめ本人に通知し、又

は本人が容易に知り得る状態においている場合に限

る。）に伴って個人データの提供を受ける場合において、

要配慮個人情報の提供を受ける場合 

（要配慮個人情報の取得の禁止） 

第５条 要配慮個人情報を取得してはならない。ただし、こ

れらの取得について、本人の同意がある場合、及び次の

各号に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）～（４）略 

新設 

 

 

 

 

 

 

（５）当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団

体、個人情報保護法第７６条第１項各号に掲げる者その他

個人情報保護委員会規則で定める者により公開されてい

る場合 

（６）略 

（７）委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提

供を受ける場合において、要配慮個人情報の提供を受ける

場合 

（本人から直接に個人情報を取得する場合の措置） 

第７条 本人から書面（電子メール、自社ホームページへの

記入等電磁的方法も含む。）により直接に個人情報を取得

する場合は、本人に対して、あらかじめ利用目的を明示す

る。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない

。 

（１）人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要が

ある場合 

（２）利用目的を明示することにより人の生命、身体又は財

産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（３）利用目的を明示することにより商工会議所の権利又は

正当な利益を害するおそれがある場合 

（４）国又は地方公共団体の法令に定める事務の遂行に対し

て協力する必要がある場合であって、利用目的を明示する

ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

（５）取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認め

られる場合 

（本人から直接に個人情報を取得する場合の措置） 

第７条 本人から直接に個人情報を取得する場合は、本人に

対して、次の各号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方

法によって通知又は公表するものとする。 

 

 

（１）個人情報保護管理者又はその代理人の氏名又は職名、

所属及び連絡先 

（２）個人情報の取得及び利用目的 

（３）個人情報の提供を行うことが予定されている場合は、

その目的、当該情報の受領者又は受領者の組織の種類、属

性及び個人情報の取扱いに関する契約の有無 

（４）個人情報を与えることは本人の任意であること 

（５）個人情報の開示を求める権利、及び開示の結果、当該

情報が誤っている場合に訂正又は削除を要求する権利の

存在、並びに当該権利を行使するための具体的な手続き 

（間接的に個人情報を取得する場合の措置） 

第８条 前条に規定する以外の方法により個人情報を取得

した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を

除き、その利用目的を通知又は公表する。ただし、前条

第２号ないし第５号に該当する場合はこのかぎりでな

い。 

削除 

（本人以外から間接的に個人情報を取得する場合の措置） 

第８条 本人以外から間接に個人情報を取得する場合は、前

条第１号ないし第３号及び第５号に掲げる事項を書面又

はこれに準ずる方法によって通知又は公表するものとす

る。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない

。 

（１）前条第３号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法

によって通知した上、本人の同意を得ている者から取得す

る場合 

（２）個人情報の取扱いを委託される場合 
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（３）本人の保護に値する利益が侵害されるおそれのない場

合 

（第三者提供を受ける場合の記録の作成等） 

第９条 第三者から個人データの提供を受けるに際しては、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲

げる事項の確認を行う。ただし、当該個人データの提供

が個人情報保護法２７条１項各号のいずれかに該当す

る場第５条第１号ないし第４号のいずれかに該当する

場合、または委託、事業承継又は共同利用に伴って行わ

れる場合は、この限りでない。 

（１）～（２） 

２～４ 略 

（第三者提供を受ける場合の記録の作成等） 

第９条 第三者から個人データの提供を受けるに際しては、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項の確認を行う。ただし、当該個人データの提供が第

５条第１号ないし第４号のいずれかに該当する場合、また

は委託、事業承継又は共同利用に伴って行われる場合は、

この限りでない。 

 

（１）～（２） 

２～４ 略 

（個人関連情報取扱事業者から個人関連情報を個人データ

として取得することが想定される場合） 

第１０条 個人関連情報取扱事業者から提供を受ける個人

関連情報を個人データとして取得することが想定され

る場合は、個人情報保護法２７条第１項各号に掲げる場

合を除き、当該個人データに関して識別される本人か

ら、当該個人関連情報 取扱事業者から個人関連情報の

提供を受けて本人が識別される個人データとして取得

することを認める旨の同意を取得するものとする。 

２ 個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得す

る際は、前条（第１項２号を除く）による 確認および 記

録の作成等を行う。 

新設 

第１１条 略 第１０条 略 

（個人情報の利用の原則） 

第１２条 個人情報は、利用目的の範囲内で、具体的な権限

を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて

利用できるものとする。 

２ 略 

３ 個人情報の利用にあたっては、違法又は不当な行為を助

長し、又は誘発するおそれがある方法を用いない。 

（個人情報の利用の原則） 

第１１条 個人情報は、利用目的の範囲内で、具体的な権限

を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて

利用できるものとする。 

２ 略 

新設 

（個人情報の目的外の利用） 

第１３条 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場

合は、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えら

れる合理的かつ適切な範囲の内容を書面又はこれに準

ずる方法によって本人に通知し、事前の本人の同意を得

るものとする。 

（個人情報の目的外の利用） 

第１２条 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場

合は、第７条第１号ないし第３号及び第５号に掲げる事項

を書面又はこれに準ずる方法によって本人に通知し、事前

の本人の同意を得るものとする。 

第１４条 略 第１３条 略 

第１５条 略 第１４条 略 

（個人情報の第三者提供の原則） 

第１６条 個人情報は、次に掲げる場合（外国にある第三者

に提供する場合は、第一号に掲げる場合）を除き、事前

に本人の同意を得ることなく、第三者（外国にある第三

者を含む。）に提供してはならない。 

（１）個人情報保護法２７条１項各号に定める例外に該当す

る場合 

（２）個人情報保護法２７条２項（オプトアウト）の場合。

（個人情報の第三者提供の原則） 

第１５条 個人情報は、法令に基づく場合を除き、事前に本

人の同意を得ることなく、第三者（外国にある第三者を含

む。）に提供してはならない。 

 

新設 

 

 
12



 

ただし、①要配慮個人情報、②第４条第２項の規定に違

反して取得されたもの、③他の個人情報取扱事業者から

オプトアウトの方法により提供されたものを除く。 

２ 個人情報を第三者に提供する場合には、本人が同意に係

る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切

な範囲の内容（外国にある第三者に提供する場合には、

これに加えて個人情報保護法２８条１項および２項に

定める事項）を書面又はこれに準ずる方法によって通知 

し、本人の同意を得るものとする。 

３ 略。 

４ 委託、事業承継又は共同利用（個人情報保護法第２

７条５項３号が定める事項をあらかじ め本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状 態においている場合

に限る。）に伴って当該個 人データの提供を受ける者

は、第１項の規定の適用については、第三者に該当し

ないものとする。 

 

 

 

２ 個人情報を第三者に提供する場合には、その利用目的並

びに第７条第１号ないし第３号及び第５号に掲げる事項

を書面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意

を得るものとする。 

 

 

３ 略 

新設 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第１７条 個人データを第三者（個人情報保護法２条５項各

号に掲げる国の機関等を除く。）に提供したときは、個

人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人

データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称そ

の他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する

記録を作成する。ただし、当該個人データの提供が前条

１項１号に該当する場合は、この限りでない。 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第１６条 個人データを第三者（個人情報保護法２条５項各

号に掲げる国の機関等を除く。）に提供したときは、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人デー

タを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の

個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作

成する。ただし、当該個人データの提供が法令に基づいて

行われた場合は、この限りでない。 

第１８条 略 第１７条 略 

（個人情報の安全管理対策・漏えい等発生時の報告・通知） 

第１９条 個人情報保護管理者は、個人情報及び匿名加工

情報に関するリスク（個人情報への不正アクセス、個

人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど）に対し

て、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとす

る。 

２ 商工会議所は、個人情報保護法に定める個人データの漏

えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る

事態であって、個人の権利利益を害するおそれが大きい

ものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが発

生した場合は、個人情報保護委員会規則の定めに従い、

個人情報保護委員会への報告、情報主体たる本人への通

知等必要な措置を行う。 

（個人情報の安全管理対策） 

第１８条 個人情報保護管理者は、個人情報及び匿名加工

情報に関するリスク（個人情報への不正アクセス、個

人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど）に対し

て、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする

。 

新設 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第２０条 商工会議所は、保有個人データに関し、次の各号

に掲げる事項を、本人の知り得る状態（本人の求めに応

じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置くものとする。 

（１）商工会議所の名称および住所並びに代表者の氏名 

（２）全ての保有個人データの利用目的（個人情報保護法第 

２１条第４項第１号から第３号までに該当する場合を

除く。） 

（３）次章の規定による求め又は請求に応じる手続 

（４）保有個人データの安全管理のために講じた措置（ただ

し、本人の知り得る状態に置くことにより当該保有個人

新設 
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データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを

除く。） 

（５）保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 

２ 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用

目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、

これを通知しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）前項の規定により当該本人が識別される保有個人デ

ータの利用目的が明らかな場合 

（２）個人情報保護法第２１条第４項第１号か ら第３号

までに該当する場合 

 ３ 前項の規定に基づき求められた保有個人 データの

利用目的を通知しない旨の決定をし たときは、本人

に対し、遅滞なく、その旨を通 知する。 

（自己情報の開示等） 

第２１条 本人から、当該本人が識別される個人情報に係る

保有個人データについて、書面又は口頭により、その開

示（当該本人が識別される個人情報に係る保有個人デー

タを保有していないときにその旨を知らせることを含

む。以下同じ。）の申出があったときは合理的な期間内

に、身分証明書等により本人であることを確認の上、開

示をするものとする。 

ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当

する場合は、その全部又は一部を開示しないことができ

る。 

（１）～（３）略 

２ 開示は、①電磁的記録の提供による方法、②書面の交付

による方法、③その他商工会議所が定める方法のうち、

当該本人が請求した方法による。ただし、当該方法によ

る開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法に

よる開示が困難である場合にあっては、書面の交付によ

る方法により行うものとする。 

３ 個人情報に係る保有個人データの開示又は不開示の決

定の通知若しくは本人が請求した方法による開示が困

難である旨の通知は、本人に対し、遅滞なく行うものと

する。 

４ 前３項の規定は、当該本人が識別される個人データに係

る第９条および第１７条の記録（その存否が明らかにな

ることにより公益その他の利益が害されるものとして

政令で定めるものを除く。以下「第三者提供記録」とい

う。）について準用する。 

（自己情報の開示等） 

第１９条 本人から、当該本人が識別される個人情報に係る

保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示

（当該本人が識別される個人情報に係る保有個人データ

を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以

下同じ。）の申出があったときは合理的な期間内に、身分

証明書等により本人であることを確認の上、開示をするも

のとする。 

ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当す

る場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 

 

（１）～（３）略 

２ 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申

出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開

示をすることができる。 

 

 

 

３ 個人情報に係る保有個人データの開示又は不開示の決

定の通知は、本人に対し、遅滞なく行うものとする。 

 

 

新設 

第２２条 略 第２０条 略 

（自己情報の利用又は提供の拒否） 

第２３条 本人から当該本人が識別される個人情報に係る

保有個人データが第１２条の規定に違反して取り扱わ

れているという理由若しくは第４条又は第５条の規定

に違反して取得されたものであるという理由によって、

当該個人情報に係る保有個人データの利用の停止又は

消去（以下「利用停止等」という。）を求められた場合、

又は第１６条の規定に違反して第三者に提供されてい

（自己情報の利用又は提供の拒否） 

第２１条 本人から当該本人が識別される個人情報に係る

保有個人データが第１１条の規定に違反して取り扱われ

ているという理由又は第５条の規定に違反して取得され

たものであるという理由によって、当該個人情報に係る保

有個人データの利用の停止又は消去（以下「利用停止等」

という。）を求められた場合、又は第１５条の規定に違反

して第三者に提供されているという理由によって、当該個14



 

るという理由によって、当該個人情報に係る保有個人デ

ータの第三者への提供の停止（以下「第三者提供の停止」

という。）を求められた場合で、その求めに理由がある

ことが判明したときは、遅滞なく、当該個人情報に係る

保有個人データの利用停止等又は第三者提供の停止を

行うものとする。ただし、当該個人情報に係る保有個人

データの利用停止等又は第三者提供の停止に多額の費

用を要する場合その他の利用停止等又は第三者提供の

停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益

を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは、この限りでない。 

２ 本人から、当該本人が識別される保有個人データを利用

する必要がなくなったこと、当該本人が識別される保有

個人データに係る第 19条２項に規定する事態が生じた

ことその他当該本人が識別される保有個人データの取

扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害される

おそれがあることを理由に、当該保有個人データの利用

停止等又は第三者への提供の停止を請求された場合で、

理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵

害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有

個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を

行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第

三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他

の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが

困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必

要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでな

い。 

３ 商工会議所は、第１項又は前項の規定に基づき求められ

た個人情報に係る保有個人データについて、利用停止等

を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定

をしたとき、又は第三者提供の停止を行ったとき若しく

は第三者提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、

本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 

４ 略 

人情報に係る保有個人データの第三者への提供の停止（以

下「第三者提供の停止」という。）を求められた場合で、

その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、

当該個人情報に係る保有個人データの利用停止等又は第

三者提供の停止を行うものとする。ただし、当該個人情報

に係る保有個人データの利用停止等又は第三者提供の停

止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第

三者提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の

権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を

とるときは、この限りでない。 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 商工会議所は、前項の規定に基づき求められた個人情報

に係る保有個人データについて、利用停止等を行ったとき

若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は

第三者提供の停止を行ったとき若しくは第三者提供の停

止を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞な

く、その旨を通知するものとする。 

３ 略 

第２４条 略 

第２５条 略 

第２６条 略 

第２７条 略 

第２８条 略 

第２９条 略 

第３０条 略 

第２２条 略 

第２３条 略 

第２４条 略 

第２５条 略 

第２６条 略 

第２７条 略 

第２８条 略 

第１０章 仮名加工情報 

（仮名加工情報の作成） 

第３１条 仮名加工情報を作成するときは、他の情報と照合

しない限り特定の個人を識別することができないよう

にするために必要なものとして個人情報保護委員会規

則で定める基準に従い、個人情報を加工する。 

２ 仮名加工情報を作成するときは、その作成に用いた個人

情報から削除した記述等および個人識別符号並びに前

項の規定により行った加工の方法に関する情報（以下

新設 
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「削除情報等」という）の漏えいを防止するため、個人

情報保護委員会規則で定める基準に従い、必要な安全管

理のための措置を講ずる。  

（仮名加工情報の利用・第三者提供の制限等） 

第３２条 作成した仮名加工情報は、その利用目的を公表

し、法令に基づく場合を除き、その公表された利用目的

の範囲で利用する。 

２ 仮名加工情報である個人データおよび削除情報等を利

用する必要がなくなったときは、これらを遅滞なく消去

するよう努める。 

３ 仮名加工情報である個人データを、法令に基づく場合を

除き、第三者に提供しない。ただし、委託、事業承継又

は共同利用（個人情報保護法第 27 条５項３号が定める

事項をあらかじめ公表している場合に限る。）に伴って

当該個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しな

いものとする。 

新設 

（仮名加工情報の照合等の禁止） 

第３３条 仮名加工情報を取り扱うにあたり、作成に用いた

個人情報を本人識別するために仮名加工情報を他の情

報と照合しない。 

２ 仮名加工情報を取り扱うにあたり、電話、郵便もしくは

信書便送付、電報送付、電子メール等の送信又は住居訪

問のために仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情

報を利用しない。 

新設 

（仮名加工情報にかかる安全管理措置） 

第３４条 仮名加工情報を作成・利用するときは、当該仮名

加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該

仮名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処

理その他の当該仮名加工情報の適正な取扱いを確保す

るために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容

を公表する。 

新設 

第１１章 略 

第３５条 略 

第３６条 略 

第３７条 略 

第３８条 略 

第１２章 略 

第３９条 略 

第１０章 略 

第２９条 略 

第３０条 略 

第３１条 略 

第３２条 略 

第１１章 略 

第３３条 略 

附 則 

１ この規程は、令和５年１１月２８日より施行する。 
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蒲郡商工会議所特定個人情報保護規程の一部改定について 

 

１．改定の理由 

令和４年４月１日に施行された、改正個人情報保護法に対応する為 

 

２．改定時期 

   令和５年１１月２８日 

 

３．新旧対照表 

新 旧 

（定 義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）～（３）略 

削除 

 

 

 

 

 

（４）略 

（５）略 

（６）個人番号関係事務 

マイナンバー法第９条第４項の規定により個人番号利用

事務（行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の

行政事務を処理する者が同条第１項から第３項の規定に

よりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情

報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度で

マイナンバーを利用して処理する事務）に関して行われる

他人のマイナンバーを必要な限度で利用して行う事務 

（７）略 

（８）略 

（９）略 

（10）略 

（11）略 

（12）略 

（13）略 

（定 義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）～（３）略 

（４）要配慮個人情報 

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪

により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏

見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配

慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個

人情報 

（５）略 

（６）略 

（７）個人番号関係事務 

マイナンバー法第９条第３項の規定により個人番号利用

事務（行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の

行政事務を処理する者が同条第１項または第２項の規定

によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人

情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度

でマイナンバーを利用して処理する事務）に関して行われ

る他人のマイナンバーを必要な限度で利用して行う事務 

（８）略 

（９）略 

（10）略 

（11）略 

（12）略 

（13）略 

（14）略 

（特定個人情報取得の原則） 

第４条 特定個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、そ

の目的の達成のために必要な限度においてのみ行うもの

とする。 

２ 特定個人情報の取得は、偽りまたは不正な手段によって

行ってはならない。 

３ 略 

削除 

 

（特定個人情報取得の原則） 

第４条 特定個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、そ

の目的の達成のために必要な限度においてのみ行うもの

とする。 

２ 特定個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行う

ものとする。 

３ 略 

４ 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得

ないで、要配慮個人情報を取得しない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために17



 

特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた

者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（５）当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団

体、個人情報保護法第７６条第１項各号に掲げる者その他

個人情報保護委員会規則で定める者により公開されてい

る場合 

（６）本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上

明らかな要配慮個人情報を取得する場合 

（７）委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提

供を受ける場合において、要配慮個人情報の提供を受ける

場合 

（本人から直接に特定個人情報を取得する場合の措置） 

第６条 本人から直接に特定個人情報を取得する場合は、本

人に対して、書面により利用目的をあらかじめ明示すると

ともに、次の各号に掲げる事項を書面またはこれに準ずる

方法によって通知または公表するものとする。 

（１）～（４）略 

（本人から直接に特定個人情報を取得する場合の措置） 

第６条 本人から直接に特定個人情報を取得する場合は、本

人に対して、次の各号に掲げる事項を書面またはこれに準

ずる方法によって通知または公表するものとする。 

 

（１）～（４）略 

（特定個人情報の提供の原則） 

第１７条 特定個人情報は、個人番号関係事務を処理するた

めに必要がある場合、その他法令に定める場合を除き、

本人または第三者（外国にある第三者を含む）に提供し

てはならない。 

削除 

 

 

２ 法令に定める場合に該当するものとして特定個人情報

を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の承認を得

るものとする。 

（特定個人情報の提供の原則） 

第１７条 特定個人情報は、個人番号関係事務を処理するた

めに必要がある場合、その他法令に定める場合を除き、本

人または第三者（外国にある第三者を含む）に提供しては

ならない。 

２ 特定個人情報を第三者に提供する場合には、第６条第１

号ないし第４号に掲げる事項を書面またはこれに準ずる

方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。 

３ 前項に基づき特定個人情報を第三者に提供する場合は、

個人情報保護管理者の承認を得るものとする。 

（情報漏えい等事案への対応） 

第３１条 情報漏えい等の事案の発生または兆候を把握し

た場合には、個人情報保護管理者は、速やかに「特定個

人情報漏えい等事故調査委員会」を招集し、マイナンバ

ー法第２９条の４及び個人情報保護委員会規則の定め

に従い、適切かつ迅速に以下の対応を行う。 

（１）略 

（２）本人への通知 

（３）個人情報保護委員会への報告 

（４）～（５）略 

（情報漏えい等事案への対応） 

第３１条 情報漏えい等の事案の発生または兆候を把握し

た場合には、個人情報保護管理者は、速やかに「特定個人

情報漏えい等事故調査委員会」を招集し、必要に応じて、

適切かつ迅速に以下の対応を行う。 

 

（１）略 

（２）影響を受ける可能性のある本人への連絡 

（３）特定個人情報保護委員会および主務大臣等への報告 

（４）～（５）略 

（特定個人情報に関する事項の公表等） 

第３９条 特定個人情報にかかる保有個人データに関する

事項の公表について、個人情報保護規程第２０条（保有

個人データに関する事項の公表等）の規定に従う。 

新設 

（自己情報に関する権利） 

第４０条 本人からの特定個人情報の開示、訂正、利用停止

又は消去の請求については、個人情報保護規程第２１条

ないし２３条の規定に従う。ただし、個人情報保護規程

（自己情報に関する権利） 

第３９条 本人から自己の特定個人情報について開示を求

められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとす

る。 
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第２３条１項の適用については、「第１６条」を「特定

個人情報保護規程第１７条１項」に読み替える。 

削除 

 

 

２ 前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、訂正また

は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内に

これに応ずるとともに、訂正または削除を行った場合は、

可能な範囲内で当該特定個人情報の受領者に対して通知

を行うものとする。 

削除 （自己情報の利用または提供の拒否） 

第４０条 本人から自己の特定個人情報について利用また

は第三者の提供を拒否された場合は、これに応じなければ

ならない。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない

。 

附 則 

１ この規程は、令和５年１１月２８日から施行する。 
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第３６３回常議員会並びに第１４７回通常議員総会 

合同開催に関する件 
 

 

 

１、日  時  令和６年３月２５日（月） ※予定 

 

２、場  所  市 内 

 

３、議  案  令和６年度事業計画並びに収支予算承認に関する件 

ほか 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 常議員会並びに議員総会日程（予定）＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

講 演 会                 １５：００～１５：２５ 

議案審議並びに報告事項           １５：３０～１７：５０ 

懇 親 会                 １７：００～１８：３０ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第６号
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部会再編について 

 

１．経緯および今後の予定 

時 期 内 容 

令和５年５月 正副会頭会議にて部会再編について協議 

企画運営委員会にて協議し意見を求めることを決定 

令和５年７月２４日 第１回企画運営委員会開催 

当所の部会運営の状況、近隣会議所の状況を報告 

⇒部会数減少には前向きであったが、各部会長に報告し

て意見を貰うべきとの発言があった。 

８月中 各部会を開催し、部会役員に部会再編を協議開始した旨を報告 

令和５年８月２８日 第２回企画運営委員会開催 

部会再編について、意見を拝聴して方向性を決定 

⇒部会数減少は賛成である。 

所属部会は事業者が選択できる。 

他業種となった場合は分科会を設置可能。 

令和５年１０月５日 正副会頭会議にて、企画運営委員会の報告を受けた結果

を踏まえ部会再編（案１）を策定 

令和５年１０月２６日 正副会頭・１２部会長会議を開催 

⇒部会を６か７部会に削減することで承認を得たが、再

編案については執行部（正副会頭）にて検討する。 

正副会頭会議にて部会再編（案２）を策定 

令和５年１１月２８日 常議員会にて、部会再編（案２）を上程し、意見集約 

令和６年２月頃まで 部会再編（最終案）を策定 

令和６年３月頃 常議員会・議員総会にて、部会再編（最終案）を上程し、

審議・決議 

令和６年４月頃 会員に向け所属する新部会のご案内および通知 

令和６年５月頃 新部会を開催し、部会長・副部会長・幹事を選任 

新部会での部会活動に関して検討 

 

 

 

 

 

 

済 

済 

本日 

済 

済 

済 

済 

議案第7号
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●令和４年度の現状について 

 
  会員数 ％ 会費口数 ％ 議員数 

1 金属鉄工部会 159  9.3 997  14.8 14  

2 運輸交通港湾部会 94  5.5 418  6.2 7  

3 建設部会 315  18.5 711  10.6 11  

4 繊維部会 142  8.3 739  11.0 14  

5 繊維ロープ部会 59  3.5 458  6.8 7  

6 金融理財部会 127  7.5 893  13.3 8  

7 商業部会 241  14.2 654  9.7 10  

8 食品部会 68  4.0 245  3.7 6  

9 化学部会 65  3.8 333  5.0 4  

10 エネルギー部会 26  1.5 192  2.9 3  

11 観光部会 185  10.9 616  9.1 10  

12 サービス部会 221  13.0 441  6.9 6  

  合計 1,702  100.0 6,697  100.0  100  

   平均値：8.3％ 5％以上高い   5％以上低い 

 

●定款第４７条（部会）の抜粋 

 

第４７条 本商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事

業の適切な改善発達を図るために、次の部会を置く。 

     ・・・１２部会の表記 省略 ・・・ 

２  会員は、その営んでいる主要な事業に係る部会に属する。 

 

  ※業種ごとに部会を置き、その主要業務に係る部会に属する。 

   主要業務の判断は事業者の判断により任意に選択可能である。 
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●７部会（案）とした場合の概要  ※部会員数が 100以下であった部会を再編する。 

部会 概 要 

建 設 部 会 

建設業界で纏まっているため現状維持 

業 種…建設、土木、設備工事、造園、塗装、板金、左官、電気工事、建材、畳、看

板、建具、硝子、設計監理、住宅設備、木材、製材、造作材、合板、木工、その他土

木・建設関連 

観 光 部 会 

宿泊・飲食業で纏まっているため現状維持 

業 種…旅館、ホテル、飲食、旅行代理、芸妓、土産品、観光サービス、その他観光関

連 

金融理財部

会 

金融・保険・士業で纏まっているため現状維持 

業 種…銀行、信用金庫、信用組合、生命保険、損害保険、保険代理、証券、その他金

融、不動産、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社労士、弁理士等 

繊 維 

・ 

ロ ー プ 

部 会 

主要事業は異なるが、共催事業などであるため１部会に再編 

業 種…（繊維）織物卸、糸卸、縫製、ミシン加工、裁断、刺繍、織布、整経、フエ

ルト、ニット、メリヤス、レース、撚糸、毛織、反毛、サイジング、染色整理、染

物、起毛、軍手、靴下、その他繊維、（ロープ）ロープ、網、化繊糸、製紐 

製 造 部 会 

金属鉄工、食品、化学業の製造を主要事業とする事業所を１部会に再編 

業 種…（鉄工）鉄工、造船、溶接、光学、鋳造、工具、機料、機械販売、機械設

計・修理、木型、その他機械金属、（食品）製粉、製麺、製パン、酒造、調味料・豆

腐・弁当・牛乳製造、水産練製品、水産加工、その他食品製造、（化学）油脂、化学

品、プラスチック、ゴム製品、肥料、歯材、煙火、包装資材、その他化学・工業関連 

商 業 部 会 

小売業（商業、食品、エネルギー、運輸）を１部会に再編 

業 種…（商業）総合小売、青果、酒類、米穀、菓子、飲料、パン、精肉、惣菜、衣

料品、呉服、寝具、化粧品、医薬品、履物、カバン、雨具、時計、メガネ、貴金属、

電気器具、OA機器、家具、金物、書籍、文房具、印判、カメラ、写真、楽器、玩具、

スポーツ用品、人形、釣具、日用雑貨、仏壇・仏具、生花、コンビニ、その他販売、

（エネルギー）電気、ガソリンスタンド、プロパン、高圧ガス、その他燃料関連、

（食品）鮮魚、魚市場、飼料、その他農水産関連、（運輸）自動車・自転車販売、タ

イヤ・バッテリー販売、 

サ ー ビ ス 

部 会 

各種サービスを提供する事業所を１部会に再編 

業 種…（サービス）警備、印刷、パチンコ、理容、美容、珠算塾、浴場、葬具、リ

サイクル、クリーニング、リース、清掃、衛生、情報通信、歯科技工、医療関連サー

ビス、その他サービス、（運輸）運輸、海運、倉庫、荷役、梱包、自動車整備、マリ

ーナ、その他交通港湾関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平均値：14.3％ 

部会名 会員数 % 会費口数 % 議員数 

建設部会 315  18.5% 711  10.6% 11  

観光部会 185  10.9% 616  9.2% 10  

金融理財部会 127  7.5% 893  13.3% 8  

繊維・ロープ部会 201  11.8% 1,197  17.9% 21  

製造業部会 
金属鉄工,食品① 製造,化学, 

262  15.4% 1,456  21.7% 22  

商業部会 
商業、食品② 卸小売、ｴﾈﾙｷﾞｰ 

297  17.5% 965  14.4% 15  

サービス部会 
運輸交通港湾,サービス 

315  18.5% 859  12.8% 13  

 1,702  100% 6,697  100% 100  
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議員の職務を行う者の異動について 

Ｒ５．１１．２８ 

 

退 任 

 

 

２号議員 

税理士法人トリプルエー蒲郡事務所 前スーパーバイザー 山本
やまもと

 房
ふさ

弘
ひろ

 氏 

（R5.8.31付） 

 

１号議員 

田邊工業株式会社蒲郡鋼板工場 前取締役工場長 林
はやし

 建志
け ん し

 氏 

（R5.8.31付） 

 

 

 

就 任 

 

 

２号議員 

税理士法人トリプルエー蒲郡事務所 代表社員 岩城
いわしろ

 弘和
ひろかず

 氏 

（R5.9.1付） 

 

１号議員 

田邊工業株式会社蒲郡工場 工場長 髙
たか

橋
はし

 和義
かずよし

 氏 

（R5.9. 1付） 

 

報１
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１．調査時点 令和5年10月1日～10月25日

２．調査対象

　（１）対象地区 蒲郡市内

　（２）対象(回答)企業 104　 [97 企業、7団体] 三河織物工業（協）､中部繊維ロープ工業（協）､蒲郡市上下水道工事（協）､蒲郡建設業（協）､三河繊維産元(協)、 

蒲郡地区旅館組合、蒲郡鉄工会］
３．調査方法 聞き取り調査によるアンケート調査

４．回答企業の内訳 業 種

合 計 47 （3） 8 （2） 16 （１） 16 9 （１） 8 104 （7） 　※　(　）は団体

５．概 況

全業種（当期実績）

前年同期比
令和4年7月～9月

に比べて

①生産額･売上額 9.6 -21.4 -20.3 -12.4

②製品･商品在庫 -9.7 -22.1 -15.4 -23.0

③資金繰り -6.7 -6.6 -15.0 1.8

④採算(収益) -19.0 0.0 -7.2 -11.3

⑤従業員数（含む臨時・パート） 1.0 -6.8 -9.7 -16.3

⑥貴社の業況（総合判断） -6.8

卸売業

全業種総合判断DI値（当期実績）は、前期比では-9.7、前期実績（-7.2）に比較すると-2.5ポイントと横バ
イの傾向が見られ、前年同期比では、-6.8、前期実績（0.0）に比較すると-6.8ポイントと下降の傾向が見
られた。売上ＤＩ値は、前期比で3.8、前期実績（-7.2）と比較すると11.0ポイントと上昇の傾向が見られ
た。収益ＤＩ値は、前期比で-14.3、前期実績（-15.6）と比較すると1.3ポイントと横バイの傾向が見られ
た。総合判断来期見通しは-16.3、今期の実績（全業種（当期実績）前期比-9.7）と比較すると-6.6ポイン
トと下降の傾向が見られた。

「製造業」のうち食料品は前期比では上昇も、前年同期比では横バイまたは減少が多かった。インフレによる消
費意欲減退に加えて、原材料・エネルギー・人件費高騰で利幅が縮小し厳しい状況。織物はコロナ前に戻りつ
つあるが、8～9月の荷動きが全体的に悪く、猛暑など天候の影響か、インフレ等による繊維製品の買い控え
か、原因を探る必要を感じる。漁網･ﾛｰﾌﾟは生産・販売数量ともに前年同期比は15%程度の増加が見られるが、
それを上回る原材料・エネルギーコストが収益を圧迫。自助努力だけでは吸収できない状況が続く。鉄工のう
ち工作機械関連では、日本工作機械工業会の受注総額は7月1,143億円、8月1,147億円、9月1,339億円。対前
年比で内需・外需とも1～2割程度減少が続き、当地区でも同様の傾向にある。自動車関係では、トヨタ国内生
産は、新車受注や受注残の挽回生産も含めて前年同期比プラスの高水準で推移。当地区全体でも持ち直し傾
向だが、車種の違いもあるが、企業によるバラつきが目立った。化学工業は中国市況の動向を反映して、輸出
が不安定な状況にある。円安による国内回帰の可能性はるが、海外との生産競争が激化しており、中小企業
にとっては非常に厳しい状況。プラスチックは取引先業界ごとに業況は様々だが、自動車関連は増加傾向。円
安、原材料・エネルギー高によるコスト増が収益低下要因になっている。さらにコロナ以降のニーズ変化も影響
した。

「建設業」は公共工事、民間工事とも堅調に推移した。人件費（人手不足）や資材高騰で収益が圧迫される状
況が続く。

「卸売業」のうち、繊維卸は＜産業資材＞車両用基布は前期より更に改善。自動車の部品不足も解消が進み
最盛期に近い水準に戻った商品も。他の資材用途は回復が鈍化。食料品等の値上げによる繊維関連の消費
意欲が低迷か。＜インテリア＞全体的に厳しい環境で、円安・コスト高等が重なり全体的に動きが鈍い。9月以
降の新商品導入で多少の回復傾向。＜アパレル＞円安、原料高の影響があり、積極的な仕入れより過剰在庫
の削減が必要

令和5年度第2四半期（令和5年7月～9月）景況調査

サービス業 運輸通信業

売　上

＜全業種　各項目期別推移＞

全業種小売業製造業 建設業

（ＤＩ　単位：％）

に比べて の見通し

令和5年4月～6月

来期見通し
令和5年10月～12月

前期比

3.8 1.9

-16.3

-13.5

-7.6

-14.3-19.03.89.6

-9.7

-15.6-14.3

-4.7 R5.7～9月実績

-32.1

-21.2

-7.2

-19.8

13.4

-3.8

-11.6

-5.6R4.7～9月実績

R4.10～12月実績-2.0

3.8

-9.5

-12.4

R5.1～3月実績

R5.4～6月実績

総合判断

前期比 来期見通し前年同期比前年同期比

 経営上の問題点は、原材料（燃料）高、売上の停滞・減少、利幅の縮小、人手不足、人
件費の増加、が項目別で上位を占めている。

設備投資状況は、43事業所（59件）で設備投資が実施され「生産設備(32.2%)」等に投資
された。来期は35事業所（45件）が「生産設備(35.6%)」等の設備投資を計画している。

「小売業」はインフレによる消費意欲減退＋コストアップの影響もあり売上・収益ともに厳しい
状況。残暑もあり冷房機器が良く動いたが、仕入価格上昇で利幅は縮小した。飲食は売上は
前年同期・前期比で回復傾向もコストアップの影響で利幅は縮小傾向にある。石油等その他
小売は原油価格（WTI期近物）は、70ドル台後半から開始。OPEC減産による需給バランス・米
中景気刺激策等への期待で値を上げ、中国不動産大手の経営不振と軟調な経済指標で一
時下がるも、その後80ドル台後半にて推移。

「サービス業」のうち旅館関係は宿泊者数は昨年比では1～2割アップも、コロナ前比（2019
年）の6割程度。宿泊施設の人手不足に加え、運転手不足で観光バス・団体の動きが悪い。
大河ドラマの影響は多少あるが、インフレによる旅行意欲が減退している所にコストアップ・人
件費の価格転嫁を進める難しい状況。

｢運輸通信業｣　貨物輸送では経済正常化に伴い前年同期比で増加傾向の企業もあり、経済
全体・特に製造業の鈍さに影響を受けた企業も。エネルギー高騰・人手不足などから採算面
の悪化を訴える声も多く見られた。

-25.8

-2.1

-11.3

-36.5

-31.5

2.9

-15.6

前期比前期比 前年同期比

収　益

当地区において　令和5年度第2四半期は横バイ傾向で、売上は前年・前年同期比で上
昇も、収益はそれ以上に下降傾向。業種毎では、製造業関連では自動車関連の回復は
あるも、やや停滞の兆しが見えており、卸売業・小売では為替の影響と、消費意欲低迷
の影響があった。サービスは回復基調も、コロナ前にはまだ届かずといった状況。経営
上の問題点では、売上の減少に代わって、原材料（燃料）高が1位に浮上。利幅縮小・人
手不足・人件費等の課題も目立つ状況となった。総じて、二極化が進むといわれる、地
方の中小・小規模事業者の経済環境を表す結果となった。

      　      （ＤＩ　単位：％）
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  ◎DI　(ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 業況判断指数）について
          DIは景気が上向きか、下向きかを表す指数である。    DIが０より大 ⇒ 景気上向き

   DIが０　　　　 ⇒ 景気横ばい

          DI(%)＝増加・良好などの割合ー減少・悪化などの割合    DIが０より小 ⇒ 景気下向き

（注）生産額・売上額 ：DI＝（増加）ー（減少）　　　　採算（収益 ）      ：DI＝（上昇）ー（下降）

　　  製品･商品在庫 ：DI＝（減少）ー（増加）　 　 　従業員数　     　 ：DI＝（増加）ー（減少）

　    資金繰り          ：DI＝（好転）ー（悪化）　　　　業況（総合判断）：DI＝（好転）ー（悪化）

業　種 前年同期比 前期比 見通し

卸売業

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 10～12月見通し7～9月4～6月

DI 50%以上 DI 6～49% DI 5～-5%

（総合判断のDIの目安）

-9.7 -16.3

（繊維卸）

4

4

製造業 4 4 4

業　種 前年同期比 前期比 見通し

4 4 4

全業種 4 4 4

4 4

（鉄　工） 3 3 3

ｻｰﾋﾞｽ業 1 2 4

（旅　館） 1 2 3

（漁網・ﾛｰﾌﾟ） 4 4 5

4 2

建設業 2 2 3
（旅客･貨物
輸送･水運） 4

-14.3

（化学・ﾌﾟ
ﾗｽﾁｯｸ）

2 2 3 運輸通信業 4

4 2
総　合 -4.0 -26.7 -16.8 -20.3

1～3月

-15.0 -7.2-15.4

-32.1 -15.6

3.8 1.9

-12.4

DI -6～-49% DI -50%以下

売　上 19.6 -16.2 -6.2 -15.6 2.9 -19.8 -7.2

収　益 0.0 -35.2 -22.2 -25.8 -21.2

1

(石油等そ
の他小売） 4

小売業

＜業況判断DIの推移＞

4 4

4 4（織　物） 4 3 4

[総合判断]

(食料品） 3 4 4 （飲　食） 1 1

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

R3 R4 R4 R4 R4 R5 R5 R5 R5

10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12

DI 全業種 DI 推移

売上実績 収益実績 総合実績 売上予想 収益予想 総合予想
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蒲 郡 市 

市 長 鈴 木 寿 明 様 

 

令和６年度蒲郡市に対する各種施策要望 

 

  各施策要望に付随する【】の内容は、蒲郡市産業振興ビジョンに定められる 

【基本戦略-施策の方向性-具体的な取組】に対応するものとして記載する。 

 

１）産業振興に対する施策 

①消費喚起・需要下支え 

《１》プレミアム付商品券発行事業の継続実施及び発行数の増加、デジタル化の推進 

 【02-2-2】 

《２》キャッシュレス決済導入を促進するためポイント還元事業及び決済手数料補助

事業の継続実施 

【02-2-2】 

《３》ふるさと納税返礼品としてのデジタル商品券の創設 

 【02-2-2】 

②観光・商業振興 

 《４》蒲郡ならではの資源を活用した観光地づくりへの支援 

a.観光資源の活用支援およびその創造に向けた補助制度の創設 

b.地元特産品 PRのため道の駅およびシーサイドに海の駅の整備 

c.特産品づくり（「蒲郡と言えば○○」と全国に知れ渡るようなモノやコトへの

重点投資）への支援 

d.蒲郡産品を取扱うアンテナショップ（直売所・Web）を力強くPRする取組の推 

 進 

 【03-1-1】 

《５》観光施設等を連絡する観光２次交通の市内全体での整備 

【03-1-1】 

《６》マルシェやキッチンカーによる蒲郡らしいイベントの開催および支援 

 【03-1-1】 

《７》観光道路（西浦シーサイド道路等）整備および観光施設に隣接する駐車場の

整備 

 【03-1-1】 

《８》西浦地区の民間活力を活かした独自の地域性豊かな活性化への支援 

 【03-1-1】 

報３
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《９》マリンレジャー拠点として三河大島の活用と魅力の向上 

 【03-1-1】 

《10》市内観光スポットへの無料 Wi－Fi整備と案内板の多言語表記の充実 

 【03-1-1】 

 ③地場産業支援 

《11》繊維業界における産業振興施策として、三河産地のサプライチェーン強化につ

ながる施策の展開 

a.三河産地の人材育成を促進するため、繊維の基礎的学習を継続的に実施でき

る教育の場の設置、品質・性能向上につながる繊維製品品質管理士等資格取

得に対する支援 

b.三河産地内のサプライチェーンの基盤となる生産事業者に特化した支援（事業

継続が期待できる生産事業者に対する設備投資補助や新規就業者雇用奨励金

等） 

c.三河産地内のみならず産地を超えたサプライチェーンの構築を促進するため、

他産地企業との交流・マッチングの場の創設 

  d. 幅広い機会を捉えた三河産地や産地商品のプロモーションの展開 

【01-3-2】【02-2-2】 

《12》繊維および繊維ロープの町を積極的に PR する施策の推進（駅前にモニュメン

ト設置、ベンチアートの設置等） 

 【02-2-2】 

《13》繊維および繊維ロープを生産する特殊な生産設備の知識を次世代に引き継ぐた

めの人材育成に対する支援 

 【01-3-2】 

《14》地域内の食品業界におけるサプライチェーンの構築を促進するため、農漁業

等の一次産業、製造に関わる二次産業、流通や観光等の三次産業など、食品に

関わる地域企業の交流・マッチングの場の創設及び蒲郡の食に対するブランド

化の推進 

【02-2-3】 

《15》公立小中学校、保育園の給食無償化の制度導入と地産食材の導入促進 

【02-2-1】 

《16》ヘルスケア産業の創出支援 

 【03-2-1】 

《17》健康宣言および健康経営優良法人への取組に向けた支援（申請料の補助や各種

入札時の優遇処置など） 

 【01-1-4】 

④創業・起業支援 
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《18》蒲郡市創業支援事業費補助金の継続及び拡充 

【02-4-1】 

《19》企業内創業や第２創業に向けたマーケティング費用の補助制度の創設 

【02-4-1】 

⑤新分野・新商品開発、販路開拓支援 

 《20》企業間交流機会の創出および新産業・新商品創出に向けた支援の実施（新産業・

商品開発への助成やセミナー開催支援など） 

【02-1-3】 

《21》地域のオープンイノベーションを促進するため、産学連携やスタートアップ等

とのアライアンスを促進する場の創出 

【02-3-1】 

《22》新たな設備投資に対する補助金及び助成金制度の創設及び固定資産税の減免 

【02-1-1】 

《23》蒲郡市販路拡大事業費補助金制度の拡充（補助上限額の引上げ、補助率の引上

げ）  

 【02-1-2】 

《24》事業内容の一部転換や新規事業分野への進出およびＥＶ化など新技術への転換

を支援するコンサルタント費用の補助 

  【02-1-1】 

《25》海外への販路拡大などを支援する助成金制度創設や海外市場調査等コンサルタ

ント費用の補助 

 【02-1-2】 

 《26》ふるさと納税への地元産品使用に対する取組みの強化 

  【02-1-2】 

⑥雇用 

 《27》人手不足解消の支援（サポステ等の支援機関との連携を含むマッチング支援） 

  【01-3-1】 

《28》雇用維持や事業継続に対する市独自の補助制度の創設（高齢者雇用に対する助

成等） 

  【01-3-1】 

《29》最低賃金上昇に伴う中小企業の負担軽減のための補助制度の創設 

 【01-3-1】 

《30》生産から販売まで影響が大きい物流を維持するため人材雇用及び資格取得の支    

  援 

 【01-3-1】 

《31》女性が働き易い職場環境を整備するための支援（製造業等の女性が少ない職場
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向け） 

 【01-4-1】 

《32》子育て世代の復職を推進するために乳児・幼児を預けられる施設の充実 

【01-4-1】 

⑦金融支援・エネルギー高騰支援・減税 

《33》小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資制度）利子補給補助金の支給

対象期間の延長（現行の 12か月分より、24か月分に延長） 

 【01-1-2】 

《34》小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助制度の拡充 

 【01-1-2】 

《35》無利子無担保融資の据置期間終了に伴う蒲郡市独自の資金繰り支援制度の創設 

 【01-1-2】 

《36》大幅な売上減少企業に対する固定資産税及び法人市民税の免除または減免 

 【01-1-1】 

《37》エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者を支援する補助制度の創設 

 【01-1-1】 

《38》燃油価格高騰対策支援金の継続と拡充の要望および業種の拡大 

 【01-1-1】 

《39》エネルギー・原材料高緊急対応資金等、公的融資制度利用に際しての利子補給

または信用保証料の補助等、資金繰りの支援施策 

 【01-1-1】 

《40》蒲郡市版貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金の創設 

 【01-1-1】 

《41》水道料の減額処置の継続および拡充 

 【01-1-1】 

⑧DX推進 

《42》生産性向上に向けたＩＴ人材育成の支援 

 【01-2-1】 

《43》DX（デジタル・トランスフォーメーション）推進補助金の創設 

企業における DX 推進（IT やデータを活用し業務や組織を変革すること）が以前

にも増して課題とされている中、蒲郡市内の企業のモデルケースとなり得る DX

に取り組む中小企業を支援する制度の創設（100万円程度/1件あたり） 

【01-2-1】 

 《44》サイバーセキュリティ対策に取り組む企業に対するコンサルタント派遣等、産

学官が連携した支援施策の創設 

  【01-2-1】 
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⑨サーキュラーシティ推進 

《45》サーキュラーシティ推進モデル事業支援金の拡充 

蒲郡市が目指すサーキュラーシティの実現に向けて、プラスチックリサイクルや繊

維リサイクル、フードロス削減などサーキュラーエコノミーにつながる試験的なモ

デル事業や実証事業に取り組む事業者や事業者等グループを支援する支援金制度の

拡充（100 万円程度/1 件あたり、計 10 件程度） 

【03-3-1】 

《46》サステナビリティ経営に向けた各種セミナーの実施（SDGs、ESG、エンゲージ

メント向上など） 

【03-3-1】 

《47》三河湾の海洋資源を有効活用した持続可能な海洋事業の創生の検討 

【03-3-1】 

《48》再生可能エネルギー・省エネルギー設備導入補助金の創設 

蒲郡市が目指すゼロカーボンシティの実現に向けて、温室効果ガス削減に取り組

む企業を支援する補助制度の創設（太陽光発電設備等の自家消費型の再生可能エ

ネルギー設備の導入、ＬＥＤ化や電気自動車導入等の省エネルギー設備へ更新す

る事業者に対し、導入経費の一部を補助） 

 【03-3-1】 

⑩その他 

 《49》中小企業において災害やシステム障害等の危機やリスクに対応するための事業

継続力強化計画・BCP策定が求められており、特にサプライチェーンのボトルネ

ックを対策する連携型 BCPの策定も重要性を増している。中小企業の BCP促進に

対する補助等の支援（策定講座開催、策定コンサルタント費用補助、必要物品購

入補助等） 

【01-1-3】 

《50》技術開発促進に向けた、公的試験施設への取り次ぎや最新の試験分析機器に関

する情報提供、試験分析費用に対する補助制度の創設 

【01-1-3】 

《51》食の安全・安心の基礎となる農業生産力の維持に向けた振興施策の展開 

a.蒲郡の地理的特徴を活かした農産物のブランド PR強化 

b.半農半Ｘ等、企業との連携による農業関係人口の増加施策の展開 

c.農地整備の促進 

d.肥料・燃料等資材価格の高騰に対し、生産者が再生産価格を確保する為の支  

 援 

【01-1-1･4】【02-2-2】【03-1-1】 

 

31



 

 

２）地域振興に対する施策 

①インフラ整備 

《52》企業誘致並びに市内事業所の市外転出を防ぐべく、企業用地の確保のための

用地調査の実施および同用地購入時における優遇制度の創設 

【01-5-1】 

《53》研究開発系区域の工業系区域への変更および遊休地や耕作放棄農地の企業用

地化 

 【01-5-1】 

《54》浜町地区における緑地の企業用地化 

【01-5-1】 

《55》国道 23 号蒲郡バイパスの全線開通に合わせた、企業誘致の促進と企業流出を

防止する施策の創設 

【01-5-1】 

《56》国道23 号バイパス蒲郡西IC における周辺取付け道路の早期整備 

【01-5-1】 

《57》国道 23号バイパスの早期全線開通及び 4車線化と幹線道路（大塚-金野線）の

早期整備 

【01-5-1】 

《58》国道 247号の早期 4車線化及び国道 473号の本宿間の事業化 

【01-5-1】 

《59》蒲郡の特徴である住環境の良さを活かした新たな産業振興施策として、通信

環境インフラの整備促進によるＩＴ産業の誘致 

【01-5-1】 

《60》蒲郡港整備とクルーズ船サービス施設の整備 

【01-1-4】 

《61》ゲリラ豪雨、電力不足など事業継続に影響を及ぼす課題に対するインフラ整   

  備（河川氾濫対策、排水対策、浜町団地内の排水機能の強化、高潮対策など）

と老朽化したインフラの修繕 

【01-1-4】 

 《62》設楽ダムの早期整備による水不足対策 

【01-1-4】 

《63》次世代自動車の普及促進のため急速充電器などのインフラ整備 

【01-1-4】 

②魅力ある地域づくり 

《64》他地域からの集客に向けた蒲郡駅周辺・東港地区・竹島周辺の再開発の推進 

【03-1-1】 
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《65》蒲郡市ベンチアートプロジェクトによる魅力ある海岸通り創出への支援 

【03-1-1】 

《66》蒲郡市のシティセールスとブランド化を一層推進して個性と魅力のある観光立

市を目指す施策の推進 

 【03-1-1】 

③新しい働き方への地域対応 

《67》リモートワークや DX の進展を捉え、蒲郡のロケーションを活かした創造性と

生産性を高める新たな働き方として、地域全体でワーケーションを推進すること

により、蒲郡の地方創生に資するよう以下の施策の展開を要望する。 

a.自治体や民間事業者が運営するサテライトオフィスやコワーキングスペース

の整備・運営の促進 

b.ワーケーション応援プランの提案やインセンティブ付与等による、地域外の大

企業と地域内のサテライトオフィス等運営事業者・宿泊事業者等とのワーケー

ション契約の推進 

c.サテライトオフィス等のワークスペースに加え、宿泊や観光、飲食、体験、ア 

クティビティ等、ワーケーションに関する地域内の情報にアクセスできる蒲郡

市のワーケーションポータルサイトの開設 

【03-2-1】 

④人材育成 

《68》三谷水産高校、豊橋技科大、愛知工科大学等とのリカレント教育を含めた産学

官連携の推進 

【01-3-2】 

《69》地域の魅力づくりや活性化を担う地域プロデューサーの育成 

【01-3-2】 

 

３）その他 

《70》公用車等のエネルギー関連の仕入れにおいて市内小規模事業者の利用促進 

【02-1-2】 

《71》公共施設での備品購入や入札時における市内事業者の優遇制度の導入 

【02-1-2】 

《72》地元建設業者を中心とした公共工事の発注 

【02-1-2】 

《73》交通事故防止に向けた浜町地区内道路、中央分離帯（及びグリーンベルト等）

の定期的な草刈りの実施および草刈りを未実施で済む方法（コンクリート化等）

の検討 

【01-1-4】 
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《74》温暖化によるスーパー台風、南海トラフ地震対策として-11ｍ岸壁の早期整備 

【01-1-4】 

《75》製造過程で出される廃棄物の処理費用の補填 

【03-3-1】 

 《76》人口減少対策の具体的な施策の実施 

【01-3-1】 

《77》蒲郡市との人事交流の推進（蒲郡市より本所への若手職員の派遣を要望するも

の） 

【01-3-1】 

《78》増加する外国人労働者対策（案内文章や窓口対応の多言語化） 

【01-3-1】 

《79》空き家、空き地活用による地域活性化の推進 

【01-1-4】 

《80》現在の水産業の事業環境に合わせた漁協・漁港の整備 

【01-1-4】 

《81》蓄電池、エンジン発電機、災害バルクに連動する発電機など多様性を持った災

害対策の推進 

【01-1-4】 

《82》浜町地区で横断歩道利用者および車両交通量が多い場所に信号機の設置 

 【01-1-4】 

 

以上 

 

令和５年９月２６日 

 

蒲 郡 商 工 会 議 所 

会頭 小 澤 素 生 
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柔
軟
性
の
強
化

経営基盤の強化

緊急経済対策

資金調達の
円滑化対策

事業承継・
継続対策

経営環境の整備

DXの推進

デジタル技術
導入促進

デジタル化の普及

産業人材の
確保と育成

人材の確保

人材の育成

ダイバーシティ
経営の推進

女性活躍の推進

多様な人材の活用

雇用創出の促進 働く場の確保

挑
戦
へ
の
支
援

産業競争力の
強化

生産性向上への
取組

販路拡大・開拓
への取組

支援機関との連携

地域経済循環
の促進

地産地消の推進

地域産業活性化
の推進

6次産業化の推進

商店街の振興

イノベーション
創出の促進

事業者間交流
の推進

創業・
スタートアップ
の促進

創業・新事業展開
の推進

GXの推進
カーボン
ニュートラル

連
携
の
推
進

観光と多様な
産業の連携

観光まちづくり
の推進

オープン
イノベーション
の促進

新産業の創出

サーキュラー
シティ蒲郡の
推進

サーキュラー
シティ蒲郡

1
プレミアム
商品券発行

2
キャッシュ
レス決済

3
ふるさと納税
ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙ商品券

4 – A
観光資源
創造補助金

4- B
道の駅
/海の駅

4 - C
特産品
づくり

4 – D
蒲郡アンテナ
ショップ

5
観光

2次交通

7
観光道路
駐車場

6
キッチンカー
マルシェ等

8
西浦地区

民活&活性化

9
三河大島
活性化

10
無料Wi-Fi
多言語看板

11- A
三河繊維産地
資格取得支援

11 - B
三河繊維産地
設備,雇用補助

11- C
他繊維産地
交流ﾏｯﾁﾝｸﾞ

11 - D
三河繊維産地
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

12
繊維ロープ
モニュメント

13
繊維産業

技術継承支援

14
6次産業連携
食ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化

15
給食無償化
と地産食材

17
健康経営
支援

16
ヘルスケア
産業創出

18
創業補助金
継続・拡充

19
第２創業
社内起業

20
企業間交流
助成金

22
設備投資補助
固定資産減免

23
販路拡大

補助金 拡充

24
事業転換
ｺﾝｻﾙ補助

25
海外販路
開拓補助

26
ふるさと納税
地元産品強化

21
産学連携

SU連携促進

27
人手不足解消
(支援機関連携)

28
雇用維持
補助制度

29
最低賃金

負担軽減補助

30
物流の雇用
資格取得支援

31
女性対応

職場環境支援

32
託児施設
の充実

33
マル経利子
補給 拡充

34
信用保証料
補助拡充

35
ポストゼロ
ゼロ融資

36
固定資産税
法人税 減免

37
エネルギー高騰
支援補助金

38
燃油高騰支援
継続・拡充

41
水道料減額処置
継続・拡充

42
IT人材の
育成支援

43
DX推進補助金

の創設

39
資源高騰融資
返済支援

40
市版貨物自動車
燃油高騰支援

44
サイバーセキュ
リティ支援

45
ｻｰｷｭﾗｰｼﾃｨ
推進支援金

46
SDGs等
ｾﾐﾅｰ開催

47
三河湾海洋
事業の創出

48
再エネ省
エネ補助金

49
BCP策定支援
補助金等

50
試験分析費

支援

51 - A
蒲郡 農産品
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ強化

51 - B
農業関係
人口の増加

51- C
農地整備
の促進

51- D
農業者向け

原材料高騰支援

52
企業用地
確保

53
遊休耕作放棄地
企業用地化

54
浜町緑地
企業用地化

55
R23号開通前
企業流出防止

57
R23号4車線
大塚金野整備

58
R247号4車線
R473号 拡幅

59
通信ｲﾝﾌﾗ整備
IT産業誘致

60
蒲郡港整備
ｸﾙｰｽﾞ船誘致

61
インフラ整備
インフラ更新

62
設楽ダム
早期整備

63
EV充電器等
ｲﾝﾌﾗ整備

56
R23号西IC

取付道路整備

64
東港地区
再開発

65
ベンチ
アート

67 - A
ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ
整備促進

67 - B
ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ
誘致施策

67 - C
ﾜｰｹｰｼｮﾝ
ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

66
個性と魅力ある
観光立市の推進

68
市内高校大学
連携リカレント

69

地域ﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｻｰ育成

70

公共需要(燃油)
小規模事業者活用

71
公共需要(備品)
地元事業者活用

72

地元建設業者
公共工事発注

73
浜町地区
草刈対策

74
-11m岸壁
早期整備

75
廃棄物処理費

の補填

76
人口減少対策
の具体化

77
市役所×会議
所人事交流

78
外国人

労働者対策

79
空家・空地
の活用推進

80
漁協・漁港
のｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ

81
災害対策として
発電機普及

82
浜町地区
信号設置

35



令和６年新年交礼会について 

 

 令和６年新年交礼会につきましては、ここ数年の着座方式による式典だけで

なく、第２部の立食方式の祝宴を含めたコロナ感染症前の状況に戻して開催い

たします。 

第２部の祝宴では、アルコールもご準備します。 

 

 

日  時  令和６年１月９日（火）午前１１時より（約９０分） 

場  所  蒲郡商工会議所コンベンションホール（１Ｆ） 

会  費  ３，０００円／人 

案 内 先  会議所顧問・相談役・参与・役員議員・部会役員・専門指導員 

振興委員・青年部会員・関係諸官庁・関係団体等 

案内方法  基本的にはメール（フォームからの申込） 

内  容  第１部 式 典  

国歌斉唱 

年頭のことば 

年頭のあいさつ など 

第２部 祝 宴 

鏡開き 

        福 引 

        万歳三唱 など 

 そ の 他  正副会頭・各部会長には、福引景品１点の提供をお願いする。 

 

 

 

報４
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報５

37



38



憂知県休み方改革マイスター企業認定証

● ●

0′ V
ヽ ◇

●

事 業 者 名

認 定 年 月 日

認 定 番 号

認 定 区 分

有 効 期 間

ヽⅢ
Ⅲ Ⅲ十Ⅲ

I:!!キ I

:111

111

鵜
^′

●

0  ●

憂知県休み方改革

マイスター企業

蒲郡商工会議所

令和 5年 8月 25日

67

シルバー

令和 8年 3月 31日 まで

年 次 有 給 休 暇 の 取 得 や 多 様 な 特 別 休 暇 の 導 入 を積 極 的

に推 進 して い る 「愛 知 県 休 み 方 改 革 マ イ ス タ ー 企 業 」

と して認 定 した こ とを証 します 。

令和 5年 8月 25日

愛知県知事 大村 秀章
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報６
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あしヽち女性輝きカンパニ下認証書

あいち女性輝き
カンパニー

名 称 蒲郡商工会議所

女性の活躍に向けて積極的に取組を推進する “あいち女性輝き

カンパニー"と して認証します。

誕 証 年 月 日

諷 証 呑 号

有 効 期 F及

今 オロ5年 +1月 1日

第 5-1417号
今オロ40年 +0月 3+日

(

ｉ
世
生
　
¨

愛 欠 口
県 欠 口

事   大  村   森
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中小企業女性活躍推進事業

 

中小企業のための女性活躍推進セミナー中小企業のための女性活躍推進セミナー

主催：愛知県　　共催：津島市、津島商工会議所、春日井市、春日井商工会議所、
　　　　　　　　　　　新城市、新城市商工会、蒲郡市、蒲郡商工会議所

パネルディスカッション第３部

企業による好取組事例発表第２部

第１部

１４：００～１６：２０

津島商工会議所　４階　大ホール

『女性社員の採用と戦力化
　　～能力発揮につながる環境づくり～』
・サン樹脂株式会社
・名古屋眼鏡株式会社

人材確保・
業績アップ

 

 

津島市 2023.10/27
  

 
 

 

　

金

１４：００～１６：２０
新城市商工会館　３階　大研修室
『人材確保につながる働き方の変革
　～活躍を可能にする多様で柔軟な働き方～』
・丸利建設株式会社
・医療法人宝美会 介護老人保健施設 
     まんさくの里

 新城市 2023.12/15
  

 
 

 

金

１４：００～１６：２０

春日井商工会議所　１階　大会議室

『女性の登用と生産性向上
　　　　　～前向きに成長したくなる秘訣～』
・木野瀬印刷株式会社
・株式会社内職市場

登壇企業

 

 

 

 

春日井市2023.11/6
  

 
 

月

 

 
 

 

 

１４：００～１６：２０
蒲郡商工会議所
１階　コンベンションホール A
『多様性を企業成長につなげる
　～“働きやすさ”と“働きがい”の仕組みづくり～』

基調講演

・株式会社ニデック
・株式会社ミスコンシャス

登壇企業

蒲郡市 2023.12/22
 

 

 

金

参加費

無　料

参加費

無　料

オンライン

配信あり

オンライン

配信あり

西尾 果小里氏（にしお  かおり）

NPO法人ブルーバード 代表理事
働き方改革・組織開発コンサルタント 

2014年 NPO法人ブルーバード設立以来、「はたらく喜び、
豊かなライフ」を事業理念に、数多くの講演・コンサルティ
ングを実施、これまでに500以上の組織に携わる。
対話を重視した改革により「多様な人が主体的に能力発揮し
たくなる職場づくり」を得意とし、働き方改革、女性活躍、
人材の育成・定着など様々な切り口から組織力強化をサポー
トしている。

基調講演　講師のご紹介

愛知県では女性活躍推進の最初の一歩を考えるセミナーを開催します。
女性活躍に取り組み始めた方や、人材確保・業績アップにつながる一手を模索中の方等、
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。セミナー後、社会保険労務士等の専門家に
直接相談できるブースを設けますので、こちらもぜひご参加ください。

会場で直接専門家に

相談できる！

 詳細はこちら

に向けた

基調講演

５０名程度（会場＋Web、先着順）定　員

対　象 県内企業の経営者、人事担当者、女性活躍に関心がある方

時　間

会　場

基調講演

時　間

会　場

登壇企業

基調講演

時　間

会　場

登壇企業

基調講演

時　間

会　場
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・あいち女性輝きカンパニー
　認証取得相談
・県が実施する各種施策紹介

・社内改革の進め方相談
・女性社員の育成に関する相談

・女性活躍に関する助成金紹介
・就労規則に関する相談

WEBの場合

FAXの場合

以下のフォームよりお申し込みください。

下記の申込欄に必要事項を明記の上、愛知県県民文化局男女共同参画推進課まで
FAXしてください。

https://ws.formzu.net/dist/S51678820/

FAX：052-954-6951 愛知県県民文化局男女共同参画推進課行
※番号のおかけ間違いにご注意ください。

お問い合わせ

相談ブースのご案内

申込方法

参加者氏名

ブース相談 希望する　・　希望しない 相談内容

（代表者）
企業名 従業員

規模

勤務先住所

メールアドレス

いずれかに○をつけてください

50人以下 ・ 51人～100人

101人～300人 ・ 301人～1000人

1001人以上　

〒 電話番号

参加会場・方法

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

同伴者氏名② 所属部署
・役職

同伴者氏名① 所属部署
・役職

 

下記のいずれかの方法で、各回開催の２日前までにお申し込みください。定員となり次第、締め切らせていただきます。（先着順）

〈任意〉女性活躍推進について、パネリストへの質問事項があればご記載ください。

ＦＡＸ申し込み欄

※お客様の個人情報は、本事業の目的及び県事業の案内のみ使用します。
※Web参加の方へは、後日、ご記入いただいたメールアドレスにご案内をお送りします。
※会場枠が満員になり次第、Web参加のみとなります。
※オンライン配信は、Zoomウェビナーを使用します。

春日井市

会場・Web 会場・Web

参加方法を○で囲ってください※複数日参加申込可

会場・Web

新 城 市 蒲 郡 市

参加会場・方法

会場・Web 会場・Web 会場・Web

参加会場・方法

会場・Web

津 島 市

春日井市 新 城 市 蒲 郡 市津 島 市

春日井市 新 城 市 蒲 郡 市津 島 市

会場・Web

会場・Web

会場・Web 会場・Web 会場・Web

愛知県 女性活躍の専門家 社会保険労務士

当日は、会場にて直接ご相談いただけるブースもございます。ご希望の方は合わせて
お申し込み下さい。当日、空きがあれば、予約なしでもご相談いただけます。
（セミナー終了後から1時間）

＜事業内容及び参加申込に関すること＞　　愛知県県民文化局男女共同参画推進課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL.052-954-6657（平日 8：45～17：30）　E-mail：danjo@pref.aichi. lg.jp
＜オンライン参加に関すること＞　         　「中小企業女性活躍推進事業」事務局（ＮＰＯ法人ブルーバード内）
                                                                     TEL.0565-77-6910（平日 9：30～17：00）　E-mail：info@bluebird.or.jp　

所属部署・
役職
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令和５年〇〇月〇〇日 

 〇〇 〇〇 様 

                                                           蒲郡商工会議所 

    会頭 小澤素生 

 

 日本商工連盟への入会並びに会費納入のお願いについて 

       

日頃は商工会議所の事業活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、〇〇月〇〇日開催の常議員会において、ご説明させて頂きました、日本商工連盟への入会

と会費納入のご案内を送付させて頂きます。 

つきましては、個人でのご入会にご理解いただいた上で、下記の要領にてご入会手続き並びに

会費の納入をお願いするものです。 

 

記 

 

１．正副会頭    ２口 １０，０００円 

２．常議員・監事  １口  ５，０００円 

３．納入方法 

お振込み：  蒲郡信用金庫 本店営業部 

普通預金 口座番号 ０６０７８４４ 

口座名義「日本商工連盟 蒲郡地区 世話人 山下英孝」 

  ※申し訳ありませんが、振込手数料はご負担願います。 

直接納入： 会議所の窓口へ直接ご持参いただいても結構です。 

※本件についてのお問い合せ先：蒲郡商工会議所 青木 Tel：0533-68-7171  

以上 

 

 

日本商工連盟蒲郡地区 行                令和   年   月   日 

日本商工連盟蒲郡地区へ入会します。 

  ご住所                      

  お名前                      

※お手数ですが、FAX（０５３３－６８－０３３９）にてご返信をお願い致します。 

報７
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基準保険料達成率部門

【商工会議所の部】

BWCキャンペーン
報８
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【健康経営賞】
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第20回 アジア競技大会

(2026/愛知・名古屋)

報９
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GAMES
INFORMAT10N

Digest
ASIAN GAMES Summary

アジア競技大会とは
アジア競技大会とその歴史

アジア競技大会は、4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典です。アジア・オリンピック

評議会 (OCA)が主催し、アジアの45の国と地域が参加します。アジア競技大会は、第二次世界大戦後

まだ間もない1951年、我が国を含む11か国の参加の下、第1回大会がニューデリーで開催されました。

そこには、戦禍によって引き裂かれたアジア諸国の絆を、スポーツを通じて取り戻し、アジアの恒久

平和に寄与したいとの願いが込められていました。

以来、スポーツにより友情を育み、多様性を認め合うことを通じて、国際平和に寄与する一大イベ

ントとなっています。

＼日本では/

32年ぶり
大会の開催状況 3度目の

開催
15,000

45    45    45    45    45 45

42 42

40 12,000
11

大会の特徴
37

33 9,704

アジア競技大会の特徴は、実施される競技の多さにあります。オリンピック実施

競技に加え、アジア地域で盛んなカバディやセパタクロー等の競技が実施されます。 30 9,000

27

25    25

アジア競技大会とオリンピック競技大会の実施競技数
20
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45の
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1 820人

参
加
選
手
数
（人
）

参加国・地域
(NOC)

愛知・名古屋2026大会

B 競技偲劇約

東京2020オリンピック競技大会

第18回大会(2018/ジャカルタ・パレンバン) 第17回大会 (201■ /仁川)

01

13「 000人 12,300人

※参加回 地域(NOC)及び参加選手数は、OCAの HPより抜粋しています。
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競技会場MAP 

 
 

     競 技        会 場      

３５・・・セーリング   海陽ヨットハーバー 

４０・・・トライアスロン 蒲郡市内特設コース 
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E業 と技術革挙の
ユ.身とを つくア,つ

資源エネル ギー庁同 日

本事業は、SDGsの 「7エ ネルギーをみんなに

そ してク リーンに」「9産業と技術革新の基盤

をつ くろう」「13気候変動に具体的な対策を」
に資する取組でず。

※ 1洋 上 に浮 かんだ浮体式構造物 を利用す る風力発電

※ 2候 補海域 の情報 については、別添 を参照。

洋上風力発電・浮体式実証の候補海域として

「田原市・豊橋市沖」が選定されました !

1

2023年 10月 3日 (火 )

愛知県経済産業局産業部産業科学技術課

新エネル ギー企画 グループ

担当 篠畑、川村

オ1移盈  5177、  3386
ダイヤルイン 052-954-7417

18登操身拌f策を

国 (NEDO:新 エネルギー・産業技術総合開発機構)で は、総額 2兆 円の「グ

リー ンイ ノベーシ ョン基金」を活用 して「洋上風力発電の低 コス ト化プロジェク

ト」を進 めています。このプロジェク トでは、フェーズ 2と して2030年度までに、

浮体式洋上風力※1を
国際競争力のある価格で商用化す る技術 を確立す るため、

発電事業者 を巻き込んでtシ ステム全体 として関連技術 (風車、浮体式基礎 の開

発、設置工法、電気 システム開発、運転保守高度化など)を統合 した実証が行わ

れます。

愛知県は、今年 3月 に 「田原市・豊橋市沖」を、その候補海域 として情報提供

(応募)してお りましたが、本 日、候補海域の 1つ として選定されました※2。

2019年 に、海洋再生可能エネル ギー発電設備 の整備 に係 る海域の利用の促進に

関す る法律、いわゆる 「再エネ海域利用法」が施行 されてか ら、秋 田県、千葉県

などでは既に 「促進 区域」が定め られ、事業者が公募で選定 されてお りますが、

これ らは主に 「着床式」の取組が中心で した。今回の実証は、わが国において今

後拡大が見込まれ る 「浮体式」を、商用化につなげるための取組 とな ります。

今回の候補海域の選定を受けて、事業者が実証への応募に向けて計画づ くりを
ネ    ド

進めることとな ります。今年 の冬頃に、国 (NEDO)が 事業者の公募 を開始 し

ます。最終的な採択は 2箇所程度 とされてお り、審査期間も考慮す ると、事業者

が事業 を開始す るのは2024年 春頃 となる見通 しです。

四原市・豊橋市沖は、全国でも有数の洋上風力のポテンシャルが高い地域であ

り、多 くの事業者か ら問い合わせ をいただいてお ります。本県 としては、この海

域で実証事業が行われ るよう、漁業者 と十分調整 を行いなが ら、応募を検討する

事業者 に封 して、積極的に協力 してまい ります。

報10
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実証候補区城の詳細情報 (憂知県田原市・豊橋市沖)① 別添 1

実施要件等 内容等

候補海域の所在地

候補海域の面積

想定出力

主な自然的条件

実証実施の条件

愛知県田原市 。豊橋市沖

約 13.06晰i(1′ 306ha)

1～3万kW(1～ 2基 )

① 風況 :8.5m/s～ 9.Om/s
② 水深 :約80m～ 130m
③ 離岸距離 :約 14km～ 18km程度

④ 波高 :1=OⅣ l.2m程度

⑤ 潮汐 :5年平均潮位 :361.フcm(気象庁 赤羽根観測所)

⑥ 波浪 :6.5s～7.Os(年エネルギー周期)

② 地質 :主に鮮新世―中期更新世 渥美沖層群 正断層あり

③ 海底地形 :大陸棚

③ その他自然条件 :送電線の陸揚げ地点によっては藻場、アカウミガメ、スナメリ、

該当する場合もある。

鳥類の生息地に

① 都道府県条例に基づく海域の占用許可基準 :愛知県国土交通省所管公共用財産管理規則による。

② 候補海域付近に魚礁が存在するため、当該魚礁の利用に支障が生しない事業計画とすること。

③ 海岸法に基づく海岸 (国土交通省水管理・国土保全局所管)の占用等許可基準 :海岸法 (昭和31年

法律第101号)第 7条及び第 8条等並びに海岸法施行細則 (昭和S6年規則29号 )。 なお、候補区域

に接する遠州灘 (表浜)一帯は、アカウミガメや海浜植物の保護のため、自然公園法及び海岸法に

より、車両乗り入れが規制されている。

④ 候補区域内における具体的な設置場所については、愛知県漁業協同組合連合会と協議し、合意を得

ること。

⑤ 工事にあたつては、愛知県漁業協同組合連合会に対し、着工前に工事内容やスケジユール等の詳細

について説明するとともに、工事期間申は工事情報を関係漁業者に向知し、節目ごとに進捗状況等

について報告すること。

③ 風車本体及び係留施設を含め、棚 a3kmX 2kmの範囲内に設置すること。実施困難な場合は、愛

知県漁業同組合運合会と協議のうえ、合意を得られる方法で施設すること。 【次ページヘ】

2
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実施要件等

実証候補区域の詳細情報 (憂知県田原市・豊橋市沖)②

② 送電線を海底の地下1.5m以上埋設すること。実施困難な場合は、愛知県漁業同組合連合会と協議
のうえ、合意を得られる方法で施設すること。

③ 実証期間終了後は、施設は完全に撤去し海底に構造物等を残さないこと。なお、やむを得ず実証
事業終了後に施設を残す場合は、事前に愛知県漁業協同1組合連合会と協議し、承諾を得ること。
(施設の~部も含む)

◎ 設備のプランが決定後、建設に着手する前に中立的な第二者機関による3年程度の漁業への影響
調査を実施し、海洋生態系や漁業への影響を科学的に評価すること。影響が想定される場合には、
その回避または軽減対策を実施すること。調査は漁業影響調査指針に基づくものとし、調査実施
主体ならびに評価を行う委員会の構成員については愛知県漁業協

―
同組合連合会と協議して決める

こと。

三河港蒲郡地区を想定

その他考慮すべき事項 船舶通航量 (31～ 150隻/月 )や海底ケーブル (周辺1飾以内)、 海底障害物 (周辺3km以内)、 漁業権
設定区域 (送電線の陸揚げ地点による)、 などに留意が必要。

実証実施の条件
(前ページから続く)

港湾の想定

3

内容等
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実証候補区域の地図 (憂知県四原市・豊精市沖 )
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4 NEDO「 NeoWins(洋 上風況マップ)」 をもとに作成。
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洋上風力発電 (浮体式実証)の憂知県奪l異補海域の概要
据唾溺蕊2

国 (NED③ )のゲリーンイノベーション基金『洋上風力発電の低コス ト化プロジェク ト フ五~ズ 2(浮 (本式実

証)※ 司型の候輛海域の 1つ※2と して、『愛知暴剛原市・豊橋市洋」が選定されました。

四原市 ]豊橋市沖は風況が奥く、電力需要と也に近しヽため、全国でも有鞠の謙上風力のポテンシヤルが高りヽ土也域で

す③今後、この海域で実証事業がゐこ森われるよう、漁業関係者≧十分調整を行い恋がら、応募を検討する事業者

に対して積極的とこ協力していきます◇

※1予算額 :上限850億円。風車。浮体。ケープル 。係紹等の一イ本設計を行い、2030年度まで全囲2箇所程度(ごお柳て実証を実施

※ 2(也に 3海域を選定 (北海道 2海域、秋田県 1海域 )

実施要件等 内容等

【本員元要】
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NED③ 「NeoWins(洋上風況マップ)」 をもとに作成。
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0 0 4 「コカリナを吹くドルフィン」 

 

寄贈者 コカリナアンサンブルドルフィン 蒲郡コカリナ愛好会 

デザイン コカリナアンサンブルドルフィン 代表 広浜洋子 

設置 2023 年 8 月 1 日 

 

CONCEPT 

 

コカリナは木の笛です。伐採された木を再生した SDGs な楽器です。 

木の温かな音色のコカリナと海を泳ぐドルフィンをベンチにしました。 

壮大に広がる自由な海に住む私たちと同じ哺乳類のドルフィン。波のリズム。 

コカリナを吹くドルフィンのベンチに座り空を眺め風を感じて心を開放してあなただけの想いに浸る 

ひとときを過ごしてみませんか。ほっと心 休ませてごらん。ほっと心 遊ばせてごらん。 

 

 

 

 

[ お問合せ 蒲郡ベンチアートプロジェクト委員会 事務局 TEL：0533-68-7171 ] 
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コカリナアンサンブルドルフィン 蒲郡コカリナ愛好会様 

寄贈ベンチアート 除幕式・寄贈式 ご出席者 

 

令和 5 年 8 月 6 日（日）10:00～10:30 

みなとオアシスがまごおり 

（敬称略） 

寄贈者 

コカリナアンサンブルドルフィン 代表 広浜 洋子 

蒲郡コカリナ愛好会 代表 井野 佐登 

蒲郡市立蒲郡中学校 校長 岡田 敏宏 

蒲郡市立蒲郡東部小学校 校長 尾崎 佳孝 

蒲郡市立蒲郡南部小学校 教頭 奥村 那奈 

 

蒲郡ベンチアートプロジェクト委員会 

顧問 衆議院議員 今枝 宗一郎 

顧問 愛知県議会議員 喚田 孝博 

名誉会長 蒲郡市長 鈴木 寿明 

会長 蒲郡商工会議所顧問 小池 高弘 

副会長 （一社）蒲郡市観光協会会長 杉山 和弘 

副会長  蒲郡市シティセールス推進協議会会長 水野 順也 

理事 総務部会長 蒲郡市シティセールス推進協議会 山本 昌宏 

理事 サポーターズ部会長 蒲郡市シティセールス推進協議会 小林 英一郎 

理事 企画デザイン部会長 蒲郡市シティセールス推進協議会 小田 直宏 

理事 施工管理部会長 蒲郡市シティセールス推進協議会 稲吉 伸英 

理事 がまごおり市民まちづくりセンター代表 金子 哲三 

理事 蒲郡商工会議所青年部会長 鈴木 幹夫 

理事 （一社）蒲郡青年会議所理事長 鈴木 崇之 

理事 蒲郡市総代連合会会長 藤田 幸三 

理事 蒲郡ライオンズクラブ会長 志賀  浩 

理事 蒲郡ロータリークラブ会長 小池 高弘 

理事 蒲郡市教育部長 岡田 隆志 

理事 蒲郡市産業振興部長 池田 高啓 

監事 蒲郡信用金庫地域振興部長 仲田 勝成 

監事 蒲郡商工会議所専務理事 山下 英孝 

総務部会 蒲郡市産業振興部観光まちづくり課長 小田 芳弘 

総務部会 蒲郡市シティセールス推進協議会 笹野 弘明 

総務部会 蒲郡市観光まちづくり課シティセールス推進室長 小山 道徳 

総務部会 蒲郡市観光まちづくり課シティセールス推進室 来本 晃彩 

サポーターズ部会 蒲郡市シティセールス推進協議会 太田 章男 

企画デザイン部会 社会福祉法人楽笑 小田 泰久 

コカリナ演奏関係出席者・・・ 蒲郡市立蒲郡中学校 1 年生、蒲郡市立蒲郡南部小学校 5 年生、 

蒲郡市立蒲郡東部小学校 3 年生の有志の皆様 

コカリナアンサンブルドルフィンの皆様、父兄の皆様 
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趣    旨 ： 三河繊維産地の連帯強化をはかるとともに、市場ニーズに即応した高付加価値 

         商品開発および用途開発等を推進し、関係者の相互啓発をはかるとともに、 

         これを広く宣伝し、もって繊維産業の振興を期する。 

 

テ  ー  マ ： 「ミカワサステナＢＡＴＯＮ～ぐるぐるめぐる産地のバトン～」 

海と山に囲まれた三河産地。 

豊かな自然に囲まれたこの街には、テキスタイルの産地としても、 

代々から続く技術や資源が溢れています。 

この豊かな資源を未来へと繋げるために、 

これからもこの街と人と歩んでいくために、 

私たちが未来へ繋げたい「産地のバトン」を考えます。 

 

１．名  称 ： テックスビジョン 2023ミカワ 

 

２．主  催 ： テックスビジョンミカワ開催委員会 

蒲郡市、蒲郡商工会議所、三河繊維産元協同組合、三河織物工業協同組合 

東三河染色協同組合、中部繊維ロープ工業協同組合 

 

３．後  援 ： 愛知県、日本紡績協会、日本化学繊維協会、一般財団法人メンケン品質検査協

会、一般財団法人カケンテストセンター、一般財団法人ニッセンケン品質評価

センター、ダイセン㈱、繊研新聞社 

 

４．会  場 ： 蒲郡商工会議所（蒲郡市港町 18番 23号） 

 

５．会  期 ： 令和 5年 11月 17日（金）～18日（土） 2日間 

          ※オープニングセレモニー 令和 5年 11月 17日（金）9:45～ 

           蒲郡商工会議所コンベンションホール前 

 

６．事業内容 ：  

１）産地【発見＋体験】フェア 

 (1) 十人十糸－未来へのバトン－：次世代へ届けたい産地の匠や若き担い手の想いを紹介 

   未来へのバトン－：産地の取り組み 

（がまごおりコットンプロジェクト、地場産業活性化プロジェクトなど） 

 (2) 産地企業コーナー 

  A イチオシ商品コーナー：産地企業の各社自慢のイチオシの商品・技術を展示紹介 

  B オープンファクトリー：産地のものづくりの現場を体感する工場見学 ※各工場で開催 

  C 匠ワークショップ：産地のしごとを体験 【事前予約制】＜参加費無料＞ 

            ＜蒲郡商工会議所会場＞ 

11/17(金)三敬株式会社：手織り体験 

テックスビジョン 2023 ミカワ開催要綱 
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11/18（土）株式会社丸五製綱所：ロープでリースづくり 

＜生命の海科学館会場＞ 

11/18（土）東三河染色協同組合：しぼり染め体験 

  D ミカワサステナマルシェ：廃棄資材を活用した商品等サステナブルな商品の販売 

  (3) ハギレでハンドメイドコンテスト：三河産地の不要なハギレを使った作品コンテスト 

 (4) こんな繊維があったらいいなアイデア作品：市内小学 5年生が考えたアイデア作品を展示 

   （三河繊維技術センター研究試作展、趣味とふれあいの手工芸展を含む） 

 日 時 11月 17日（金）～18日（土）10:00～16:00 

 会 場 蒲郡商工会議所 コンベンションホール他 

 

２）オンラインテックスビジョン 

 オンライン上にテックスビジョン特設サイトを開設。参加企業の紹介や、展示会の様子を掲載。 

  サイト URL ⇒ http://www.texvision-mikawa.jp/ 

 

３）産地企業マッチング 

 三河産地企業との出会いの場となるマッチング商談会。 

 日 時 11月 17日（金）10:30～12:00 

 会 場 蒲郡商工会議所 イベントホール 

 

４）産地活性化講演会 

 三河産地の活性化を図るための講演会。 

 日 時 11月 17日（金）13:30～15:00 

 会 場 蒲郡商工会議所 イベントホール 

 テーマ 岐阜の町工場の企み in 双葉 

 講 師 浅野燃糸株式会社 代表取締役社長 浅野雅己 氏 

 

５）産地バザール 

 地元メーカー等による繊維製品等の即売会。 

 日 時 11月 17日（金）～18日（土） 

 会 場 蒲郡商工会議所、駐車場 

 

６）サステナワークショップ ＜参加費無料＞ 

 オリジナル作品をつくる体験型ワークショップ。 

 日 時 11月 17日（金）・18日（土） 

 ＜蒲郡商工会議所会場＞ 

  ●ミニ染め体験 【予約不要】※材料がなくなり次第終了 

 

 日 時 11月 17日（金） 

  ●ハギレで小皿づくり 講師：手しごと工房 道～琉 【事前予約制】 

 

 日 時 11月 18日（土） 

 ＜蒲郡商工会議所会場＞ 

  ●ハギレでコサージュづくり 講師：クラフト作家鈴木【事前予約制】 
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  ●マクラメリーフのイヤーカフづくり 講師：クラフト作家山中【事前予約制】 

  ●紙管で作るフックスタンドづくり 講師：クラフト作家山中【事前予約制】 

 ＜生命の海科学館会場＞ 

  ●ハギレで作るぬいぐるみチャーム 講師：クラフト作家小林【事前予約制】 

   

 協 力 ミカワ・テキスタイル・ネットワーク協議会 

 

７）TOKYO展示会出展 

 商談を目的とした東京ビッグサイト等で開催の展示会に三河産地として出展。 

 期 間 令和 5年 4月～令和 6年 3月 

 

７．宣  伝 ： ポスター、新聞等の印刷物の配布並びに WEBサイト、SNS（Instagram、Facebook

ページ）、会議所会報、業界紙への広告、同記事掲載等の宣伝方法による。 

WEB サイト URL http://www.texvision-mikawa.jp 

 

８．組  織 ： 顧   問  愛知県知事 

         参   与  県会議員（地元選出）、蒲郡市議会議長 

         名 誉 会 長  蒲郡市長 

         会   長  蒲郡商工会議所会頭 

         副 会 長  蒲郡市副市長 

         開 催 委 員  主催構成団体の代表者 

         監 事  会長委嘱者 

         運 営 委 員  主催構成団体委嘱者 

         部 会 委 員      〃       

 

９．事 務 局     ： 愛知県蒲郡市港町 18番 23号（蒲郡商工会議所内） 

          電話（0533）68-7171（代） 
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令和 5 年度おらがの店じまん（一店逸品発掘事業） 

蒲郡商工会議所 

 

目  的 ： 市内の各商店が自信を持って消費者におすすめしている逸品につい

て認定し、パンフレットの配布やスタンプラリーを行い、またＷＥ

Ｂサイトで紹介することにより、新規顧客開拓の支援及び市内の経

済活性化を目指す。 

主  催 ： 蒲郡商工会議所 

共  催 ： （一社）蒲郡市観光協会 

認 定 数 ： ６４店舗・６４品 

パンフレット発行部数：４万３千部 

パンフレット配布場所：広報がまごおり１１月号 

認定品の各店舗、蒲郡商工会議所 

蒲郡市役所、（一社）蒲郡市観光協会など 

スタンプラリー：スタンプラリーのスタンプは、『令和５年度おらがの店じまん』

パンフレットに掲載されている店舗で商品購入につきスタンプ

ラリーの台紙に 1つ押印され、スタンプを３つ（同一店舗のスタ

ンプは不可）集めた方を対象に抽選を実施し、当選者に賞品をプ

レゼントする。 

【期間：令和５年１０月１日（日）～令和６年１月１０日（水）】 

そ の 他 ：パンフレットに特典のついている店舗へパンフレットを持参すると、

店舗独自の特典が受けられる。（例：5％OFF、ドリンクサービス等）

※特典のない店舗もあります 

 

 

令和５年度おらがの店じまん』ホームページ       

http://www.gamagoricci.or.jp/business/oragamise   
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令和 5年度

蒲郡市功労者功績者等表彰式

式次第・被表彰者名簿

蒲
‐

郡  市
令和 5年 11月 6日
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令和 5年度蒲君躊市手力

被 表 彰 者 名 簿

(順不同、敬称略)

功 労 者 表 彰 2名

功 績 者 表 彰 6名

特 別 感 謝 状 1名 、 1団体

多年にわたり市政の発展に寄与されました皆様に、市功労者、功績者

表彰を授与し、その栄誉を称えるとともに、各分野においてご尽力いた

だきました皆さんに、特別感謝状を贈り深く感謝の意を表するものであ

ります。

なお、蒲郡市功労者の表彰に関する条例第6条の規定に基づき設置さ

れた表彰審査委員会あ委員の皆さんは次のとおりです。

委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

蒲郡市長

蒲郡商工会議所会頭

蒲郡市総代連合会会長

蒲郡市社会福祉協議会会長

蒲郡市教育委員会教育長

学識経験者

学識経験者

明

生

三

一

朗

子

子

寿

素

幸

良

幹

笑

美

木

澤

田

木

谷

賀

隅

鈴

小

藤

鈴

壁

志

大
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功績者表彰

地方自治

井澤 勝明
多年 にわた り蒲郡市副市長 として、地方 自治の発展 に多大な

貢献 をされま した。

地方自治

来本 健作
多 年 にわ た り蒲 郡 市議 会 議 員 と して 、地 方 自治 の発 展 に多 大

な貢 献 を され ま した。

産業振興

小池 高弘

多年にわた り蒲郡商工会議所会頭 として、産業の発展に多大

な貢献をされました。

社会事業

牧原 正子

多年 にわた り保護 司 として、社会福祉の増進 に多大 な貢献 を

されま した。

保健衛生

近藤 耕次
多年にわた り学校医と

′
して、保健衛生の推進に多大な貢献を

されました。
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須田 慎一郎5 12 13 14:00 15:30

メディアでもご活躍中の須田氏が同族経営を語る 9 0分

 す だ  し ん い ち ろ う

須田慎一郎
講

師

の 光 と影
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各種ハラスメントの予防・実務対応 
労使トラブルになる前の対応・準備のためにご参加ください。 
 

① なぜハラスメント対策が必要か  

② ハラスメントとは・ハラスメントの類型  

③ 事業主が講ずべき措置 

④ 相談・申告があった場合の初動対応  

⑤ 調査の進め方 ⑥調査終了後の対応 

 

日時 令和 5 年 12 月 14 日(木) 
午後 1 時 30分～午後 4 時 30分  

 

開催方法 オンライン（ZOOM） 

※申込後、開催日前日までに事務局から参加用 URL等をメール送信します。 

 
講師 有田労務管理事務所 

 有田 知史（ありたともふみ）氏 
<ご紹介> ・2010 年：地方金融機関入社 

・2017 年：有田労務管理事務所 入所 現在に至る 
 
＜国家資格など＞ 
・2018 年：第 1 種衛生管理者 登録、基本情報技術者 合格、 

メンタルヘルスマネジメント検定第 1 種（マスターコース）合格 
・2019 年：中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士 登録 
・2020 年：キャリアコンサルタント 産業カウンセラー 登録 
 

参加費 無料 
 
主催 蒲郡商工会議所 中小企業相談所 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

働き方改革対応講習会（12/14）参加申込書 
準備の都合上 12月 8日（金）までに、上記 QRコードもしくは FAXにてお申込みください。 

オンライン開催の都合上、メールアドレスの記入は必須です。読みやすく正確な字でご記入下さい。 

申込先：蒲郡商工会議所 TEL：0533-68-7171 FAX：0533-68-0339 担当：寺田、渡邉 

 

働き方改革対応講習会 

事業所名 
 

参加者氏名 
 

TEL/FAX 
TEL FAX 

メールアドレス 

（必須） 

 

 

web申し込みはコチラ 

制度改正等の課題解決環境整備事業 
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申込
締切

2024年1月15日（月）
※定員になり次第締め切ります

申込
方法

裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、
お申込み下さい。

参加料 2,000円（税込） 15名 ※先着順

時間 14:00～16:30 場所 蒲郡商工会議所 コンベンションホール

開催日
2024年 
1月 22日（月） ・ 26日（金） ・  29 日（月） ・  2月  5日（月）

募集
定員

ひ の まさ あき

日 野  眞  明氏

MORE経営コンサルティング株式会社代表取締役。大手流通業への勤務を経てコン
サルティング会社を設立。中小企業診断士、一級販売士、MBA、ITコーディネータ。
『ふせん1枚から始める「事業計画」』、『はじめまして 売れる『伝え方』のぜんぶです』、
など著作多数。

商売繁盛大好き
マーケティング経営コンサルタント

蒲郡商工会議所
ビジナビ経営相談員

セミナー
講 師

補助金を活用した販路拡大を支援します!補助金を活用した販路拡大を支援します!

経営計画作成セミナー開催
2月9日(金)13:00～17:00 個別相談付き

経営計画作成セミナー開催経営計画作成セミナー開催

産業力向上事業
～今年も持続化補助金の公募が予定されています～

●新たな販促用チラシの作成・送付
●国内外の展示会、見本市への出展、
　商談会への参加
●店舗改装・看板の設置
●機械装置等、設備の導入  など

持続化補助金とは 対象になる取組みとは

補助金の申請には、
経営計画書の作成が必要です。

補助金を申請するには ※持続化補助金とは別に中小企業を対象とした販路拡大の補助金
　も予定されています。
※蒲郡市では、創業者を対象とした創業・創業直後にかかる費用の
　一部を補助する補助金も予定されています。

この補助金は、小規模事業者が商工会議所と
一体となり、経営計画に基づいて実施する販
路開拓等の取組みに対し、原則50万円を上
限に補助（補助率2/3）するものです。申請に
あたっては、商工会議所へ事業支援計画書の
作成・交付を依頼する必要があります。

経営計画書が作成で
きる! !

創業したての方も大歓迎！ぜひご参加ください！
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参 加 者 名

事 業 所 名

電 話
F A X

従 業 員 数

参加者役職

所 在 地

業 種

個別相談を希望しますか？ は  い  ・  い い え

※ご記入いただいた内容は参加者把握のために利用するほか、事務連絡や関連事業の情報提供のために利用させていただくことがあります。

〈お申込み・問い合わせ先〉蒲郡商工会議所 〒443-8505 蒲郡市港町18-23

TEL:0533-68-7171  FAX:0533-68-0339
http://www.gamagoricci.or.jp蒲郡商工会議所

蒲郡商工会議所
コンベンションホール

郵便局前
交差点
郵便局前
交差点

蒲郡市博物館 蒲郡市民会館

蒲郡港

竹島ふ頭

JR東海道本線
竹本油脂名鉄蒲郡線

生命の海科学館

蒲郡郵便局Ｎ
ボートレース
蒲郡

蒲郡緑地

浜町テニスコート
竹島水族館

アピタ

マリンロード

R23

蒲郡市図書館

フィール

蒲郡警察署

中央小学校 蒲郡南部小学校

蒲郡市役所
勤労福祉会館

蒲郡公民館 サンヨネ

蒲郡中学校

至
名
古
屋

蒲郡信用金庫

生きがいセンター

蒲郡商工会議所

至東名音羽蒲郡IC至東名音羽蒲郡IC

オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド

オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド

ＪＲ蒲郡駅
名鉄蒲郡駅

「経営計画作成セミナー」参加申込書 「経営計画作成セミナー」参加申込書 

ご参加を希望される方は、Web
申込フォームまたはTEL・FAX
にてお申込みください。

TEL：0533-68-7171
FAX：0533-68-0339

QRコードからWebにアクセスの上、
お申込みください

〈申込締切〉

１月１５日（月）

moreメソッド®の活用

「 考えよう 」

1/26金14:00～16:30

● お客さまに喜んで
　いただくことを考えよう
● アイディアを考えよう
● 伝え方を考えよう

「 作ろう 」

1/29 月 14:00～16:30

戦略シートの作成

● ジブン戦略を作ろう
● お客さまからの信頼を
　作ろう
● 売れる商品を作ろう

自社の強みを掘り起こし、
ビジネスプランを作りましょう!!

セミナー後も経営計画書作りを
サポートします!

自分のお店・会社
の強みと弱みとは？

「 知ろう 」

● 自分の商売を知ろう
● お客さまを知ろう
● 補助金を知ろう

1/ 22 月14:00～16:30

「 磨こう 」

2/5 月 14:00～16:30

戦略シートの作成

● 戦略シートをさらに磨こう
● ファンを磨こう
● 補助金申請書を磨こう

「 相談しよう 」

2/9 金 13:00～17:00

● 経営計画書作りで困った
　ことや分からないことを
　相談しよう!

個別相談個別相談個別相談
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